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○

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
任
務
）

（
任
務
）

第
三
条

防
衛
省
は
、
我
が
国
の
平
和
と
独
立
を
守
り
、
国
の
安
全
を
保
つ
こ

第
三
条

防
衛
省
は
、
我
が
国
の
平
和
と
独
立
を
守
り
、
国
の
安
全
を
保
つ
こ

と
を
目
的
と
し
、
こ
れ
が
た
め
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
宇

と
を
目
的
と
し
、
こ
れ
が
た
め
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自

宙
自
衛
隊
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第

衛
隊
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空

か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛

宇
宙
自
衛
隊
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
理
し
、
及
び
運
営
し
、
並
び
に

隊
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
理
し
、
及
び
運
営
し
、
並
び
に
こ
れ
に
関

こ
れ
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

す
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

防
衛
省
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
条

防
衛
省
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
組
織
、
定
員
、

三

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
組
織
、
定
員
、
編
成

編
成
、
装
備
及
び
配
置
に
関
す
る
こ
と
。

、
装
備
及
び
配
置
に
関
す
る
こ
と
。

四
～
三
十
五

（
略
）

四
～
三
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
自
衛
官
の
定
数
）

（
自
衛
官
の
定
数
）

第
六
条

自
衛
官
の
定
数
は
、
陸
上
自
衛
隊
の
自
衛
官
（
以
下
「
陸
上
自
衛
官

第
六
条

自
衛
官
の
定
数
は
、
陸
上
自
衛
隊
の
自
衛
官
（
以
下
「
陸
上
自
衛
官

」
と
い
う
。
）
十
四
万
九
千
百
十
一
人
、
海
上
自
衛
隊
の
自
衛
官
（
以
下
「

」
と
い
う
。
）
十
四
万
九
千
四
百
三
人
、
海
上
自
衛
隊
の
自
衛
官
（
以
下
「

海
上
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
四
万
五
千
四
百
七
十
一
人
、
航
空
宇
宙
自
衛
隊

海
上
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
四
万
五
千
四
百
六
十
二
人
、
航
空
自
衛
隊
の
自
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の
自
衛
官
（
以
下
「
航
空
宇
宙
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
四
万
七
千
百
八
十
三

衛
官
（
以
下
「
航
空
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
四
万
七
千
百
三
十
一
人
並
び
に

人
並
び
に
自
衛
隊
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
共

自
衛
隊
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
共
同
の
部
隊

同
の
部
隊
に
所
属
す
る
陸
上
自
衛
官
、
海
上
自
衛
官
及
び
航
空
宇
宙
自
衛
官

に
所
属
す
る
陸
上
自
衛
官
、
海
上
自
衛
官
及
び
航
空
自
衛
官
二
千
四
百
二
十

二
千
六
百
二
十
六
人
の
ほ
か
、
統
合
幕
僚
監
部
に
所
属
す
る
陸
上
自
衛
官
、

三
人
の
ほ
か
、
統
合
幕
僚
監
部
に
所
属
す
る
陸
上
自
衛
官
、
海
上
自
衛
官
及

海
上
自
衛
官
及
び
航
空
宇
宙
自
衛
官
三
百
四
十
六
人
、
情
報
本
部
に
所
属
す

び
航
空
自
衛
官
三
百
四
十
三
人
、
情
報
本
部
に
所
属
す
る
陸
上
自
衛
官
、
海

る
陸
上
自
衛
官
、
海
上
自
衛
官
及
び
航
空
宇
宙
自
衛
官
千
九
百
六
十
一
人
、

上
自
衛
官
及
び
航
空
自
衛
官
千
九
百
三
十
六
人
、
内
部
部
局
に
所
属
す
る
陸

内
部
部
局
に
所
属
す
る
陸
上
自
衛
官
、
海
上
自
衛
官
及
び
航
空
宇
宙
自
衛
官

上
自
衛
官
、
海
上
自
衛
官
及
び
航
空
自
衛
官
五
十
人
並
び
に
防
衛
装
備
庁
に

五
十
人
並
び
に
防
衛
装
備
庁
に
所
属
す
る
陸
上
自
衛
官
、
海
上
自
衛
官
及
び

所
属
す
る
陸
上
自
衛
官
、
海
上
自
衛
官
及
び
航
空
自
衛
官
四
百
六
人
を
加
え

航
空
宇
宙
自
衛
官
四
百
六
人
を
加
え
た
総
計
二
十
四
万
七
千
百
五
十
四
人
と

た
総
計
二
十
四
万
七
千
百
五
十
四
人
と
す
る
。

す
る
。

（
官
房
長
及
び
局
長
並
び
に
防
衛
装
備
庁
長
官
と
幕
僚
長
と
の
関
係
）

（
官
房
長
及
び
局
長
並
び
に
防
衛
装
備
庁
長
官
と
幕
僚
長
と
の
関
係
）

第
十
二
条

官
房
長
及
び
局
長
並
び
に
防
衛
装
備
庁
長
官
は
、
統
合
幕
僚
長
、

第
十
二
条

官
房
長
及
び
局
長
並
び
に
防
衛
装
備
庁
長
官
は
、
統
合
幕
僚
長
、

陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
及
び
航
空
宇
宙
幕
僚
長
（
以
下
「
幕
僚
長
」
と

陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
及
び
航
空
幕
僚
長
（
以
下
「
幕
僚
長
」
と
い
う

い
う
。
）
が
行
う
自
衛
隊
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
隊
務
に
関
す
る

。
）
が
行
う
自
衛
隊
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
隊
務
に
関
す
る
補
佐

補
佐
と
相
ま
つ
て
、
第
三
条
の
任
務
の
達
成
の
た
め
、
防
衛
省
の
所
掌
事
務

と
相
ま
つ
て
、
第
三
条
の
任
務
の
達
成
の
た
め
、
防
衛
省
の
所
掌
事
務
が
法

が
法
令
に
従
い
、
か
つ
、
適
切
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
所
掌
事
務
に
関

令
に
従
い
、
か
つ
、
適
切
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
所
掌
事
務
に
関
し
防

し
防
衛
大
臣
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

衛
大
臣
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
）

（
設
置
）

第
十
九
条

本
省
に
、
次
の
特
別
の
機
関
を
置
く
。

第
十
九
条

本
省
に
、
次
の
特
別
の
機
関
を
置
く
。

防
衛
会
議

防
衛
会
議

統
合
幕
僚
監
部

統
合
幕
僚
監
部

陸
上
幕
僚
監
部

陸
上
幕
僚
監
部

海
上
幕
僚
監
部

海
上
幕
僚
監
部

航
空
宇
宙
幕
僚
監
部

航
空
幕
僚
監
部
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統
合
幕
僚
長
及
び
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
又
は
航
空
宇
宙
幕
僚
長
の

統
合
幕
僚
長
及
び
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
又
は
航
空
幕
僚
長
の
監
督

監
督
を
受
け
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
部
隊

を
受
け
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
部
隊
及
び
機
関

及
び
機
関

情
報
本
部

情
報
本
部

防
衛
監
察
本
部

防
衛
監
察
本
部

２

（
略
）

２

（
略
）

（
防
衛
会
議
）

（
防
衛
会
議
）

第
十
九
条
の
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

４

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

防
衛
副
大
臣

防
衛
副
大
臣

防
衛
大
臣
政
務
官

防
衛
大
臣
政
務
官

防
衛
大
臣
補
佐
官

防
衛
大
臣
補
佐
官

防
衛
大
臣
政
策
参
与

防
衛
大
臣
政
策
参
与

事
務
次
官

事
務
次
官

防
衛
審
議
官

防
衛
審
議
官

官
房
長
及
び
局
長

官
房
長
及
び
局
長

統
合
幕
僚
長

統
合
幕
僚
長

陸
上
幕
僚
長

陸
上
幕
僚
長

海
上
幕
僚
長

海
上
幕
僚
長

航
空
宇
宙
幕
僚
長

航
空
幕
僚
長

情
報
本
部
長

情
報
本
部
長

防
衛
装
備
庁
長
官

防
衛
装
備
庁
長
官

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）
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（
幕
僚
監
部
）

（
幕
僚
監
部
）

第
二
十
条

統
合
幕
僚
監
部
、
陸
上
幕
僚
監
部
、
海
上
幕
僚
監
部
及
び
航
空
宇

第
二
十
条

統
合
幕
僚
監
部
、
陸
上
幕
僚
監
部
、
海
上
幕
僚
監
部
及
び
航
空
幕

宙
幕
僚
監
部
（
以
下
「
幕
僚
監
部
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
事

僚
監
部
（
以
下
「
幕
僚
監
部
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
事
務
に

務
に
係
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
隊
務
に
関

係
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
自
衛
隊
の
隊
務
に
関
す
る
防
衛

す
る
防
衛
大
臣
の
幕
僚
機
関
と
す
る
。

大
臣
の
幕
僚
機
関
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
幕
僚
長
）

（
幕
僚
長
）

第
二
十
一
条

統
合
幕
僚
監
部
の
長
を
統
合
幕
僚
長
と
し
、
陸
上
幕
僚
監
部
の

第
二
十
一
条

統
合
幕
僚
監
部
の
長
を
統
合
幕
僚
長
と
し
、
陸
上
幕
僚
監
部
の

長
を
陸
上
幕
僚
長
と
し
、
海
上
幕
僚
監
部
の
長
を
海
上
幕
僚
長
と
し
、
航
空

長
を
陸
上
幕
僚
長
と
し
、
海
上
幕
僚
監
部
の
長
を
海
上
幕
僚
長
と
し
、
航
空

宇
宙
幕
僚
監
部
の
長
を
航
空
宇
宙
幕
僚
長
と
す
る
。

幕
僚
監
部
の
長
を
航
空
幕
僚
長
と
す
る
。

２

統
合
幕
僚
長
は
自
衛
官
を
も
つ
て
、
陸
上
幕
僚
長
は
陸
上
自
衛
官
を
も
つ

２

統
合
幕
僚
長
は
自
衛
官
を
も
つ
て
、
陸
上
幕
僚
長
は
陸
上
自
衛
官
を
も
つ

て
、
海
上
幕
僚
長
は
海
上
自
衛
官
を
も
つ
て
、
航
空
宇
宙
幕
僚
長
は
航
空
宇

て
、
海
上
幕
僚
長
は
海
上
自
衛
官
を
も
つ
て
、
航
空
幕
僚
長
は
航
空
自
衛
官

宙
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。
統
合
幕
僚
長
た
る
自
衛
官
は
、
自
衛
官
の
最

を
も
つ
て
充
て
る
。
統
合
幕
僚
長
た
る
自
衛
官
は
、
自
衛
官
の
最
上
位
に
あ

上
位
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
統
合
幕
僚
監
部
の
所
掌
事
務
）

（
統
合
幕
僚
監
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
二
条

統
合
幕
僚
監
部
は
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
宇

第
二
十
二
条

統
合
幕
僚
監
部
は
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自

宙
自
衛
隊
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

衛
隊
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
部
隊
等
（
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

六

所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
部
隊
等
（
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

統
合
幕
僚
長
及
び
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
又
は
航
空
宇
宙
幕
僚
長
の

統
合
幕
僚
長
及
び
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
又
は
航
空
幕
僚
長
の
監
督

監
督
を
受
け
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
部

を
受
け
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
自
衛
隊
の
部
隊
又
は
機

隊
又
は
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
及
び
運
営
の
調
整
に
関
す

関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
及
び
運
営
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。
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七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

（
陸
上
幕
僚
監
部
等
の
所
掌
事
務
）

（
陸
上
幕
僚
監
部
等
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
三
条

陸
上
幕
僚
監
部
は
陸
上
自
衛
隊
に
つ
い
て
、
海
上
幕
僚
監
部
は

第
二
十
三
条

陸
上
幕
僚
監
部
は
陸
上
自
衛
隊
に
つ
い
て
、
海
上
幕
僚
監
部
は

海
上
自
衛
隊
に
つ
い
て
、
航
空
宇
宙
幕
僚
監
部
は
航
空
宇
宙
自
衛
隊
に
つ
い

海
上
自
衛
隊
に
つ
い
て
、
航
空
幕
僚
監
部
は
航
空
自
衛
隊
に
つ
い
て
、
そ
れ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
幕
僚
副
長
）

（
幕
僚
副
長
）

第
二
十
五
条

統
合
幕
僚
監
部
に
統
合
幕
僚
副
長
を
、
陸
上
幕
僚
監
部
に
陸
上

第
二
十
五
条

統
合
幕
僚
監
部
に
統
合
幕
僚
副
長
を
、
陸
上
幕
僚
監
部
に
陸
上

幕
僚
副
長
を
、
海
上
幕
僚
監
部
に
海
上
幕
僚
副
長
を
、
航
空
宇
宙
幕
僚
監
部

幕
僚
副
長
を
、
海
上
幕
僚
監
部
に
海
上
幕
僚
副
長
を
、
航
空
幕
僚
監
部
に
航

に
航
空
宇
宙
幕
僚
副
長
を
置
く
。
統
合
幕
僚
副
長
は
自
衛
官
を
も
つ
て
、
陸

空
幕
僚
副
長
を
置
く
。
統
合
幕
僚
副
長
は
自
衛
官
を
も
つ
て
、
陸
上
幕
僚
副

上
幕
僚
副
長
は
陸
上
自
衛
官
を
も
つ
て
、
海
上
幕
僚
副
長
は
海
上
自
衛
官
を

長
は
陸
上
自
衛
官
を
も
つ
て
、
海
上
幕
僚
副
長
は
海
上
自
衛
官
を
も
つ
て
、

も
つ
て
、
航
空
宇
宙
幕
僚
副
長
は
航
空
宇
宙
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

航
空
幕
僚
副
長
は
航
空
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

統
合
幕
僚
副
長
、
陸
上
幕
僚
副
長
、
海
上
幕
僚
副
長
及
び
航
空
宇
宙
幕
僚

２

統
合
幕
僚
副
長
、
陸
上
幕
僚
副
長
、
海
上
幕
僚
副
長
及
び
航
空
幕
僚
副
長

副
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
僚
長
を
助
け
、
幕
僚
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は

は
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
僚
長
を
助
け
、
幕
僚
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
幕
僚

幕
僚
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
。
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○

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

部
隊

第
三
章

部
隊

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
三
節

航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
部
隊
の
組
織
及
び
編
成
（
第
二
十
条
―
第

第
三
節

航
空
自
衛
隊
の
部
隊
の
組
織
及
び
編
成
（
第
二
十
条
―
第
二
十

二
十
一
条
）

一
条
）

第
四
節
・
第
五
節

（
略
）

第
四
節
・
第
五
節

（
略
）

第
四
章
～
第
九
章

（
略
）

第
四
章
～
第
九
章

（
略
）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
衛
隊
」
と
は
、
防
衛
大
臣
、
防
衛
副
大
臣

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
衛
隊
」
と
は
、
防
衛
大
臣
、
防
衛
副
大
臣

、
防
衛
大
臣
政
務
官
、
防
衛
大
臣
補
佐
官
、
防
衛
大
臣
政
策
参
与
及
び
防
衛

、
防
衛
大
臣
政
務
官
、
防
衛
大
臣
補
佐
官
、
防
衛
大
臣
政
策
参
与
及
び
防
衛

大
臣
秘
書
官
並
び
に
防
衛
省
の
事
務
次
官
及
び
防
衛
審
議
官
並
び
に
防
衛
省

大
臣
秘
書
官
並
び
に
防
衛
省
の
事
務
次
官
及
び
防
衛
審
議
官
並
び
に
防
衛
省

本
省
の
内
部
部
局
、
防
衛
大
学
校
、
防
衛
医
科
大
学
校
、
防
衛
会
議
、
統
合

本
省
の
内
部
部
局
、
防
衛
大
学
校
、
防
衛
医
科
大
学
校
、
防
衛
会
議
、
統
合

幕
僚
監
部
、
情
報
本
部
、
防
衛
監
察
本
部
、
地
方
防
衛
局
そ
の
他
の
機
関
（

幕
僚
監
部
、
情
報
本
部
、
防
衛
監
察
本
部
、
地
方
防
衛
局
そ
の
他
の
機
関
（

政
令
で
定
め
る
合
議
制
の
機
関
並
び
に
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

政
令
で
定
め
る
合
議
制
の
機
関
並
び
に
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
十
四
号
又
は
第
二
十
五
号
に
掲
げ

律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
十
四
号
又
は
第
二
十
五
号
に
掲
げ

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
部
局
及
び
職
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
並

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
部
局
及
び
職
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
並

び
に
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
宇
宙
自
衛
隊
並
び
に
防
衛
装
備

び
に
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
並
び
に
防
衛
装
備
庁
（

庁
（
政
令
で
定
め
る
合
議
制
の
機
関
を
除
く
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。

政
令
で
定
め
る
合
議
制
の
機
関
を
除
く
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
航
空
宇
宙
自
衛
隊
」
と
は
、
航
空
宇
宙
幕
僚
監
部

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
航
空
自
衛
隊
」
と
は
、
航
空
幕
僚
監
部
並
び
に
統

並
び
に
統
合
幕
僚
長
及
び
航
空
宇
宙
幕
僚
長
の
監
督
を
受
け
る
部
隊
及
び
機

合
幕
僚
長
及
び
航
空
幕
僚
長
の
監
督
を
受
け
る
部
隊
及
び
機
関
を
含
む
も
の

関
を
含
む
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
自
衛
隊
の
任
務
）

（
自
衛
隊
の
任
務
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

陸
上
自
衛
隊
は
主
と
し
て
陸
に
お
い
て
、
海
上
自
衛
隊
は
主
と
し
て
海
に

３

陸
上
自
衛
隊
は
主
と
し
て
陸
に
お
い
て
、
海
上
自
衛
隊
は
主
と
し
て
海
に

お
い
て
、
航
空
宇
宙
自
衛
隊
は
主
と
し
て
空
及
び
宇
宙
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

お
い
て
、
航
空
自
衛
隊
は
主
と
し
て
空
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
行
動
す
る
こ
と

行
動
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

を
任
務
と
す
る
。

（
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
権
）

（
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
権
）

第
八
条

防
衛
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
自
衛
隊
の
隊

第
八
条

防
衛
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
自
衛
隊
の
隊

務
を
統
括
す
る
。
た
だ
し
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
宇
宙
自

務
を
統
括
す
る
。
た
だ
し
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
自
衛
隊

衛
隊
の
部
隊
及
び
機
関
（
以
下
「
部
隊
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
防
衛
大

の
部
隊
及
び
機
関
（
以
下
「
部
隊
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
防
衛
大
臣
の

臣
の
指
揮
監
督
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
隊
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

指
揮
監
督
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
隊
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

に
定
め
る
者
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

め
る
者
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

統
合
幕
僚
監
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は

一

統
合
幕
僚
監
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は

航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
隊
務

統
合
幕
僚
長

航
空
自
衛
隊
の
隊
務

統
合
幕
僚
長

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

航
空
宇
宙
幕
僚
監
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
隊
務

四

航
空
幕
僚
監
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
航
空
自
衛
隊
の
隊
務

航
空
幕
僚

航
空
宇
宙
幕
僚
長

長

（
幕
僚
長
の
職
務
）

（
幕
僚
長
の
職
務
）
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第
九
条

統
合
幕
僚
長
、
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
又
は
航
空
宇
宙
幕
僚
長

第
九
条

統
合
幕
僚
長
、
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
又
は
航
空
幕
僚
長
（
以

（
以
下
「
幕
僚
長
」
と
い
う
。
）
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
そ

下
「
幕
僚
長
」
と
い
う
。
）
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
そ
れ
ぞ

れ
ぞ
れ
前
条
各
号
に
掲
げ
る
隊
務
及
び
統
合
幕
僚
監
部
、
陸
上
自
衛
隊
、
海

れ
前
条
各
号
に
掲
げ
る
隊
務
及
び
統
合
幕
僚
監
部
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自

上
自
衛
隊
又
は
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
隊
員
の
服
務
を
監
督
す
る
。

衛
隊
又
は
航
空
自
衛
隊
の
隊
員
の
服
務
を
監
督
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
統
合
幕
僚
長
と
そ
の
他
の
幕
僚
長
と
の
関
係
）

（
統
合
幕
僚
長
と
そ
の
他
の
幕
僚
長
と
の
関
係
）

第
九
条
の
二

統
合
幕
僚
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
職
務
を
行
う
に
当
た
り
、

第
九
条
の
二

統
合
幕
僚
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
職
務
を
行
う
に
当
た
り
、

部
隊
等
の
運
用
の
円
滑
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長

部
隊
等
の
運
用
の
円
滑
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長

又
は
航
空
宇
宙
幕
僚
長
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
第
八
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま

又
は
航
空
幕
僚
長
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
第
八
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

で
に
掲
げ
る
隊
務
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

掲
げ
る
隊
務
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
部
隊
の
組
織
及
び
編
成

第
三
節

航
空
自
衛
隊
の
部
隊
の
組
織
及
び
編
成

（
編
成
）

（
編
成
）

第
二
十
条

航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
部
隊
は
、
航
空
総
隊
、
宇
宙
作
戦
集
団
、
航

第
二
十
条

航
空
自
衛
隊
の
部
隊
は
、
航
空
総
隊
、
航
空
支
援
集
団
、
航
空
教

空
支
援
集
団
、
航
空
宇
宙
教
育
集
団
そ
の
他
の
防
衛
大
臣
直
轄
部
隊
と
す
る

育
集
団
、
航
空
開
発
実
験
集
団
そ
の
他
の
防
衛
大
臣
直
轄
部
隊
と
す
る
。

。
２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

宇
宙
作
戦
集
団
は
、
宇
宙
作
戦
集
団
司
令
部
及
び
宇
宙
作
戦
団
そ
の
他
の

（
新
設
）

直
轄
部
隊
か
ら
成
る
。

５

（
略
）

４

（
略
）

６

航
空
宇
宙
教
育
集
団
は
、
航
空
宇
宙
教
育
集
団
司
令
部
及
び
航
空
団
、
飛

５

航
空
教
育
集
団
は
、
航
空
教
育
集
団
司
令
部
及
び
航
空
団
、
飛
行
教
育
団

行
教
育
団
そ
の
他
の
直
轄
部
隊
か
ら
成
る
。

そ
の
他
の
直
轄
部
隊
か
ら
成
る
。

７

（
略
）

６

（
略
）

（
削
る
）

７

航
空
開
発
実
験
集
団
は
、
航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
部
及
び
飛
行
開
発
実

験
団
そ
の
他
の
直
轄
部
隊
か
ら
成
る
。
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（
宇
宙
作
戦
集
団
司
令
官
）

第
二
十
条
の
三

宇
宙
作
戦
集
団
の
長
は
、
宇
宙
作
戦
集
団
司
令
官
と
す
る
。

（
新
設
）

２

宇
宙
作
戦
集
団
司
令
官
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
宇
宙
作
戦

集
団
の
隊
務
を
統
括
す
る
。

（
航
空
支
援
集
団
司
令
官
）

（
航
空
支
援
集
団
司
令
官
）

第
二
十
条
の
四

（
略
）

第
二
十
条
の
三

（
略
）

（
航
空
宇
宙
教
育
集
団
司
令
官
）

（
航
空
教
育
集
団
司
令
官
）

第
二
十
条
の
五

航
空
宇
宙
教
育
集
団
の
長
は
、
航
空
宇
宙
教
育
集
団
司
令
官

第
二
十
条
の
四

航
空
教
育
集
団
の
長
は
、
航
空
教
育
集
団
司
令
官
と
す
る
。

と
す
る
。

２

航
空
宇
宙
教
育
集
団
司
令
官
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
航
空

２

航
空
教
育
集
団
司
令
官
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
航
空
教
育

宇
宙
教
育
集
団
の
隊
務
を
統
括
す
る
。

集
団
の
隊
務
を
統
括
す
る
。

（
航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
官
）

（
削
る
）

第
二
十
条
の
五

航
空
開
発
実
験
集
団
の
長
は
、
航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
官

と
す
る
。

２

航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
官
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
航
空

開
発
実
験
集
団
の
隊
務
を
統
括
す
る
。

（
航
空
団
司
令
）

（
航
空
団
司
令
）

第
二
十
条
の
七

（
略
）

第
二
十
条
の
七

（
略
）

２

航
空
宇
宙
教
育
集
団
に
属
す
る
航
空
団
の
航
空
団
司
令
は
航
空
宇
宙
教
育

２

航
空
教
育
集
団
に
属
す
る
航
空
団
の
航
空
団
司
令
は
航
空
教
育
集
団
司
令

集
団
司
令
官
の
、
航
空
方
面
隊
に
属
す
る
航
空
団
の
航
空
団
司
令
は
航
空
方

官
の
、
航
空
方
面
隊
に
属
す
る
航
空
団
の
航
空
団
司
令
は
航
空
方
面
隊
司
令

面
隊
司
令
官
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
航
空
団
の
隊
務
を
統
括
す
る
。

官
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
航
空
団
の
隊
務
を
統
括
す
る
。
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（
部
隊
の
長
）

（
部
隊
の
長
）

第
二
十
条
の
八

航
空
総
隊
、
宇
宙
作
戦
集
団
、
航
空
支
援
集
団
、
航
空
宇
宙

第
二
十
条
の
八

航
空
総
隊
、
航
空
支
援
集
団
、
航
空
教
育
集
団
、
航
空
開
発

教
育
集
団
、
航
空
方
面
隊
及
び
航
空
団
以
外
の
部
隊
の
長
は
、
防
衛
大
臣
の

実
験
集
団
、
航
空
方
面
隊
及
び
航
空
団
以
外
の
部
隊
の
長
は
、
防
衛
大
臣
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
上
官
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
当
該
部
隊
の
隊
務
を

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
上
官
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
当
該
部
隊
の
隊
務
を

統
括
す
る
。

統
括
す
る
。

（
航
空
総
隊
等
の
名
称
等
）

（
航
空
総
隊
等
の
名
称
等
）

第
二
十
一
条

航
空
総
隊
、
宇
宙
作
戦
集
団
、
航
空
支
援
集
団
、
航
空
宇
宙
教

第
二
十
一
条

航
空
総
隊
、
航
空
支
援
集
団
、
航
空
教
育
集
団
、
航
空
開
発
実

育
集
団
、
航
空
方
面
隊
及
び
航
空
団
（
以
下
「
航
空
総
隊
等
」
と
い
う
。
）

験
集
団
、
航
空
方
面
隊
及
び
航
空
団
（
以
下
「
航
空
総
隊
等
」
と
い
う
。
）

の
名
称
並
び
に
航
空
総
隊
司
令
部
、
宇
宙
作
戦
集
団
司
令
部
、
航
空
支
援
集

の
名
称
並
び
に
航
空
総
隊
司
令
部
、
航
空
支
援
集
団
司
令
部
、
航
空
教
育
集

団
司
令
部
、
航
空
宇
宙
教
育
集
団
司
令
部
、
航
空
方
面
隊
司
令
部
及
び
航
空

団
司
令
部
、
航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
部
、
航
空
方
面
隊
司
令
部
及
び
航
空

団
司
令
部
（
以
下
「
航
空
総
隊
司
令
部
等
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
所
在

団
司
令
部
（
以
下
「
航
空
総
隊
司
令
部
等
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
所
在

地
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

地
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
編
成
）

（
編
成
）

第
二
十
一
条
の
二

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
共

第
二
十
一
条
の
二

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
共
同
の

同
の
部
隊
と
し
て
統
合
作
戦
司
令
部
を
置
く
。

部
隊
と
し
て
統
合
作
戦
司
令
部
を
置
く
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
宇

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
自

宙
自
衛
隊
の
防
衛
大
臣
直
轄
部
隊
（
陸
上
総
隊
、
方
面
隊
、
自
衛
艦
隊
、
地

衛
隊
の
防
衛
大
臣
直
轄
部
隊
（
陸
上
総
隊
、
方
面
隊
、
自
衛
艦
隊
、
地
方
隊

方
隊
、
情
報
作
戦
集
団
、
教
育
航
空
集
団
、
練
習
艦
隊
、
航
空
総
隊
、
宇
宙

、
情
報
作
戦
集
団
、
教
育
航
空
集
団
、
練
習
艦
隊
、
航
空
総
隊
、
航
空
支
援

作
戦
集
団
、
航
空
支
援
集
団
及
び
航
空
宇
宙
教
育
集
団
を
除
く
。
）
は
、
統

集
団
、
航
空
教
育
集
団
及
び
航
空
開
発
実
験
集
団
を
除
く
。
）
は
、
統
合
運

合
運
用
に
よ
る
円
滑
な
任
務
遂
行
上
一
体
的
運
営
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合

用
に
よ
る
円
滑
な
任
務
遂
行
上
一
体
的
運
営
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は

に
は
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
共
同
の
部
隊

、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
共
同
の
部
隊
と
し
て
置

と
し
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

く
こ
と
が
で
き
る
。



- 11 -

３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
別
の
部
隊
の
編
成
）

（
特
別
の
部
隊
の
編
成
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
編
成
さ
れ
、
又
は
同
一
指
揮
官
の
下
に
置
か
れ
る

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
編
成
さ
れ
、
又
は
同
一
指
揮
官
の
下
に
置
か
れ
る

部
隊
が
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
、
海
上
自
衛
隊
の
部
隊
又
は
航
空
宇
宙
自
衛
隊

部
隊
が
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
、
海
上
自
衛
隊
の
部
隊
又
は
航
空
自
衛
隊
の
部

の
部
隊
の
い
ず
れ
か
二
以
上
か
ら
成
る
場
合
に
お
け
る
当
該
部
隊
の
運
用
に

隊
の
い
ず
れ
か
二
以
上
か
ら
成
る
場
合
に
お
け
る
当
該
部
隊
の
運
用
に
係
る

係
る
防
衛
大
臣
の
指
揮
は
、
統
合
幕
僚
長
を
通
じ
て
行
い
、
こ
れ
に
関
す
る

防
衛
大
臣
の
指
揮
は
、
統
合
幕
僚
長
を
通
じ
て
行
い
、
こ
れ
に
関
す
る
防
衛

防
衛
大
臣
の
命
令
は
、
統
合
幕
僚
長
が
執
行
す
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該

大
臣
の
命
令
は
、
統
合
幕
僚
長
が
執
行
す
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該
部
隊

部
隊
に
対
す
る
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
に
つ
い
て
幕
僚
長
の
行
う
職
務
に
関

に
対
す
る
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
に
つ
い
て
幕
僚
長
の
行
う
職
務
に
関
し
て

し
て
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
機
関
）

（
機
関
）

第
二
十
四
条

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
機
関
の

第
二
十
四
条

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
自
衛
隊
の
機
関
の
種
類

種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一
部
を
置
か
な
い
こ
と
が

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一
部
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き

で
き
る
。

る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
臨
時
に
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
臨
時
に
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊

又
は
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
機
関
と
し
て
捕
虜
収
容
所
を
置
く
こ
と
が
で
き
る

又
は
航
空
自
衛
隊
の
機
関
と
し
て
捕
虜
収
容
所
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

。
４

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
自
衛
隊
の
業
務
遂
行
上
特
に
必
要
が

４

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
自
衛
隊
の
業
務
遂
行
上
特
に
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
臨
時
に
陸
上
自
衛
隊
、

あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
臨
時
に
陸
上
自
衛
隊
、

海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
機
関
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

海
上
自
衛
隊
又
は
航
空
自
衛
隊
の
機
関
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
及
び
前
二
項
の
機
関
は
、
自
衛
隊
の
業
務
遂
行
上
一
体
的
運
営
を

５

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
機
関
は
、
自
衛
隊
の
業
務
遂
行
上
一
体
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図
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
宇
宙

的
運
営
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び

自
衛
隊
の
共
同
の
機
関
と
し
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

航
空
自
衛
隊
の
共
同
の
機
関
と
し
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
学
校
）

（
学
校
）

第
二
十
五
条

学
校
に
お
い
て
は
、
隊
員
に
対
し
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
必

第
二
十
五
条

学
校
に
お
い
て
は
、
隊
員
に
対
し
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
の
教
育
訓
練
（
病
院
の
所
掌
に
係

要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
の
教
育
訓
練
（
病
院
の
所
掌
に
係

る
も
の
及
び
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

る
も
の
及
び
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

を
行
う
と
と
も
に
、
陸
上
自
衛
隊
若
し
く
は
海
上
自
衛
隊
の
学
校
、
政
令
で

を
行
う
と
と
も
に
、
陸
上
自
衛
隊
若
し
く
は
海
上
自
衛
隊
の
学
校
、
政
令
で

定
め
る
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
学
校
又
は
前
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
置
か

定
め
る
航
空
自
衛
隊
の
学
校
又
は
前
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
置
か
れ
た

れ
た
学
校
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
各
種
部
隊
の
運
用
等
に
関
す
る
調
査
研
究

学
校
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
各
種
部
隊
の
運
用
等
に
関
す
る
調
査
研
究
（
第

（
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
。

二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

政
令
で
定
め
る
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
学
校
の
校
長
が
そ
の
校
務
を
掌
理
す

８

政
令
で
定
め
る
航
空
自
衛
隊
の
学
校
の
校
長
が
そ
の
校
務
を
掌
理
す
る
に

る
に
当
た
つ
て
は
、
航
空
宇
宙
教
育
集
団
司
令
官
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
も

当
た
つ
て
は
、
航
空
教
育
集
団
司
令
官
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
も
の
と
す
る

の
と
す
る
。

。

（
自
衛
官
の
階
級
）

（
自
衛
官
の
階
級
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
自
衛
官
の
階
級
は
、
空
将
、
空
将
補
、
一
等
空
佐
、

３

航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
の
階
級
は
、
空
将
、
空
将
補
、
一
等
空
佐
、
二
等

二
等
空
佐
、
三
等
空
佐
、
一
等
空
尉
、
二
等
空
尉
、
三
等
空
尉
、
准
空
尉
、

空
佐
、
三
等
空
佐
、
一
等
空
尉
、
二
等
空
尉
、
三
等
空
尉
、
准
空
尉
、
空
曹

空
曹
長
、
一
等
空
曹
、
二
等
空
曹
、
三
等
空
曹
、
空
士
長
、
一
等
空
士
及
び

長
、
一
等
空
曹
、
二
等
空
曹
、
三
等
空
曹
、
空
士
長
、
一
等
空
士
及
び
二
等

二
等
空
士
と
す
る
。

空
士
と
す
る
。

（
他
の
隊
員
に
つ
い
て
の
依
頼
等
の
規
制
）

（
他
の
隊
員
に
つ
い
て
の
依
頼
等
の
規
制
）
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第
六
十
五
条
の
二

（
略
）

第
六
十
五
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

陸
上
幕
僚
監
部
、
海
上
幕
僚
監
部
若
し
く
は
航
空
宇
宙
幕
僚
監
部
又
は

一

陸
上
幕
僚
監
部
、
海
上
幕
僚
監
部
若
し
く
は
航
空
幕
僚
監
部
又
は
陸
上

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
若
し
く
は
航
空
宇
宙
自
衛
隊
の
部
隊
若
し
く

自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
若
し
く
は
航
空
自
衛
隊
の
部
隊
若
し
く
は
機
関
に

は
機
関
に
置
か
れ
る
組
織
で
あ
つ
て
第
六
十
五
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す

置
か
れ
る
組
織
で
あ
つ
て
第
六
十
五
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
就
職
の

る
就
職
の
援
助
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
も
の
に
属
す
る
隊
員
の
う
ち

援
助
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
も
の
に
属
す
る
隊
員
の
う
ち
か
ら
防
衛

か
ら
防
衛
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
若
年
定
年
等
隊
員
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

大
臣
が
指
定
す
る
者
が
若
年
定
年
等
隊
員
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず

で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
隊
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
次
の
イ

れ
か
に
該
当
す
る
隊
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
当
該
就
職
の
援

若
し
く
は
ハ
に
該
当
す
る
隊
員
で
あ
つ
た
者
に
係
る
当
該
就
職
の
援
助
を

助
を
目
的
と
し
て
行
う
場
合

目
的
と
し
て
行
う
場
合

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
就
職
の
援
助
）

（
隊
員
の
離
職
に
際
し
て
の
援
助
）

第
六
十
五
条
の
十

防
衛
大
臣
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
若

第
六
十
五
条
の
十

防
衛
大
臣
は
、
若
年
定
年
等
隊
員
の
離
職
に
際
し
て
の
離

年
定
年
等
隊
員
の
離
職
に
際
し
て
の
離
職
後
の
就
職
の
援
助
及
び
第
六
十
五

職
後
の
就
職
の
援
助
を
行
う
。

条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
隊
員
で
あ
つ
た
者
の
離
職
後

そ
の
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
就
職
の
援
助
を
行
う
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
部
内
の
秩
序
維
持
に
専
従
す
る
者
の
権
限
）

（
部
内
の
秩
序
維
持
に
専
従
す
る
者
の
権
限
）

第
九
十
六
条

自
衛
官
の
う
ち
、
部
内
の
秩
序
維
持
の
職
務
に
専
従
す
る
者
は

第
九
十
六
条

自
衛
官
の
う
ち
、
部
内
の
秩
序
維
持
の
職
務
に
専
従
す
る
者
は

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
政
令

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
犯
罪
に
つ
い
て
は

で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一

、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

号
）
の
規
定
に
よ
る
司
法
警
察
職
員
と
し
て
職
務
を
行
う
。

三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
司
法
警
察
職
員
と
し
て
職
務
を
行
う
。
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一

自
衛
官
並
び
に
統
合
幕
僚
監
部
、
陸
上
幕
僚
監
部
、
海
上
幕
僚
監
部
、

一

自
衛
官
並
び
に
統
合
幕
僚
監
部
、
陸
上
幕
僚
監
部
、
海
上
幕
僚
監
部
、

航
空
宇
宙
幕
僚
監
部
及
び
部
隊
等
に
所
属
す
る
自
衛
官
以
外
の
隊
員
並
び

航
空
幕
僚
監
部
及
び
部
隊
等
に
所
属
す
る
自
衛
官
以
外
の
隊
員
並
び
に
学

に
学
生
、
訓
練
招
集
に
応
じ
て
い
る
予
備
自
衛
官
及
び
即
応
予
備
自
衛
官

生
、
訓
練
招
集
に
応
じ
て
い
る
予
備
自
衛
官
及
び
即
応
予
備
自
衛
官
並
び

並
び
に
教
育
訓
練
招
集
に
応
じ
て
い
る
予
備
自
衛
官
補
（
以
下
こ
の
号
に

に
教
育
訓
練
招
集
に
応
じ
て
い
る
予
備
自
衛
官
補
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

お
い
て
「
自
衛
官
等
」
と
い
う
。
）
の
犯
し
た
犯
罪
又
は
職
務
に
従
事
中

て
「
自
衛
官
等
」
と
い
う
。
）
の
犯
し
た
犯
罪
又
は
職
務
に
従
事
中
の
自

の
自
衛
官
等
に
対
す
る
犯
罪
そ
の
他
自
衛
官
等
の
職
務
に
関
し
自
衛
官
等

衛
官
等
に
対
す
る
犯
罪
そ
の
他
自
衛
官
等
の
職
務
に
関
し
自
衛
官
等
以
外

以
外
の
者
の
犯
し
た
犯
罪

の
者
の
犯
し
た
犯
罪

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
四
条
関
係
）

方
面
隊
、
師
団
及

方
面
総
監
部
、
師
団
司
令
部
及
び
旅
団
司
令
部

方
面
隊
、
師
団
及

方
面
総
監
部
、
師
団
司
令
部
及
び
旅
団
司
令
部

び
旅
団
の
名
称

名

称

所

在

地

び
旅
団
の
名
称

名

称

所

在

地

北
部
方
面
隊

北
部
方
面
総
監
部

札
幌
市

北
部
方
面
隊

北
部
方
面
総
監
部

札
幌
市

東
北
方
面
隊

東
北
方
面
総
監
部

仙
台
市

東
北
方
面
隊

東
北
方
面
総
監
部

仙
台
市

東
部
方
面
隊

東
部
方
面
総
監
部

東
京
都

東
部
方
面
隊

東
部
方
面
総
監
部

東
京
都

中
部
方
面
隊

中
部
方
面
総
監
部

伊
丹
市

中
部
方
面
隊

中
部
方
面
総
監
部

伊
丹
市

西
部
方
面
隊

西
部
方
面
総
監
部

熊
本
市

西
部
方
面
隊

西
部
方
面
総
監
部

熊
本
市

第
一
師
団

第
一
師
団
司
令
部

東
京
都

第
一
師
団

第
一
師
団
司
令
部

東
京
都

第
二
師
団

第
二
師
団
司
令
部

旭
川
市

第
二
師
団

第
二
師
団
司
令
部

旭
川
市

第
三
師
団

第
三
師
団
司
令
部

伊
丹
市

第
三
師
団

第
三
師
団
司
令
部

伊
丹
市

第
四
師
団

第
四
師
団
司
令
部

春
日
市

第
四
師
団

第
四
師
団
司
令
部

春
日
市

第
五
旅
団

第
五
旅
団
司
令
部

帯
広
市

第
五
旅
団

第
五
旅
団
司
令
部

帯
広
市

第
六
師
団

第
六
師
団
司
令
部

東
根
市

第
六
師
団

第
六
師
団
司
令
部

東
根
市

第
七
師
団

第
七
師
団
司
令
部

千
歳
市

第
七
師
団

第
七
師
団
司
令
部

千
歳
市

第
八
師
団

第
八
師
団
司
令
部

熊
本
市

第
八
師
団

第
八
師
団
司
令
部

熊
本
市
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第
九
師
団

第
九
師
団
司
令
部

青
森
市

第
九
師
団

第
九
師
団
司
令
部

青
森
市

第
十
師
団

第
十
師
団
司
令
部

名
古
屋
市

第
十
師
団

第
十
師
団
司
令
部

名
古
屋
市

第
十
一
旅
団

第
十
一
旅
団
司
令
部

札
幌
市

第
十
一
旅
団

第
十
一
旅
団
司
令
部

札
幌
市

第
十
二
旅
団

第
十
二
旅
団
司
令
部

群
馬
県
北
群
馬
郡
榛
東
村

第
十
二
旅
団

第
十
二
旅
団
司
令
部

群
馬
県
北
群
馬
郡
榛
東
村

第
十
三
旅
団

第
十
三
旅
団
司
令
部

広
島
県
安
芸
郡
海
田
町

第
十
三
旅
団

第
十
三
旅
団
司
令
部

広
島
県
安
芸
郡
海
田
町

第
十
四
旅
団

第
十
四
旅
団
司
令
部

善
通
寺
市

第
十
四
旅
団

第
十
四
旅
団
司
令
部

善
通
寺
市

第
十
五
師
団

第
十
五
師
団
司
令
部

那
覇
市

第
十
五
旅
団

第
十
五
旅
団
司
令
部

那
覇
市

別
表
第
三
（
第
二
十
一
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
二
十
一
条
関
係
）

航

空

総

隊

司

令

部

等

航

空

総

隊

司

令

部

等

航
空
総
隊
等
の
名
称

航
空
総
隊
等
の
名
称

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

航
空
総
隊

航
空
総
隊
司
令
部

東
京
都

航
空
総
隊

航
空
総
隊
司
令
部

東
京
都

宇
宙
作
戦
集
団

宇
宙
作
戦
集
団
司
令
部

東
京
都

航
空
支
援
集
団

航
空
支
援
集
団
司
令
部

東
京
都

航
空
支
援
集
団

航
空
支
援
集
団
司
令
部

東
京
都

航
空
教
育
集
団

航
空
教
育
集
団
司
令
部

浜
松
市

航
空
宇
宙
教
育
集
団

航
空
宇
宙
教
育
集
団
司
令
部

浜
松
市

航
空
開
発
実
験
集
団

航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
部

東
京
都

北
部
航
空
方
面
隊

北
部
航
空
方
面
隊
司
令
部

三
沢
市

北
部
航
空
方
面
隊

北
部
航
空
方
面
隊
司
令
部

三
沢
市

中
部
航
空
方
面
隊

中
部
航
空
方
面
隊
司
令
部

狭
山
市

中
部
航
空
方
面
隊

中
部
航
空
方
面
隊
司
令
部

狭
山
市

西
部
航
空
方
面
隊

西
部
航
空
方
面
隊
司
令
部

春
日
市

西
部
航
空
方
面
隊

西
部
航
空
方
面
隊
司
令
部

春
日
市

南
西
航
空
方
面
隊

南
西
航
空
方
面
隊
司
令
部

那
覇
市

南
西
航
空
方
面
隊

南
西
航
空
方
面
隊
司
令
部

那
覇
市

第
一
航
空
団

第
一
航
空
団
司
令
部

浜
松
市

第
一
航
空
団

第
一
航
空
団
司
令
部

浜
松
市

第
二
航
空
団

第
二
航
空
団
司
令
部

千
歳
市

第
二
航
空
団

第
二
航
空
団
司
令
部

千
歳
市

第
三
航
空
団

第
三
航
空
団
司
令
部

三
沢
市

第
三
航
空
団

第
三
航
空
団
司
令
部

三
沢
市

第
四
航
空
団

第
四
航
空
団
司
令
部

東
松
島
市

第
四
航
空
団

第
四
航
空
団
司
令
部

東
松
島
市

第
五
航
空
団

第
五
航
空
団
司
令
部

宮
崎
県
児
湯
郡

第
五
航
空
団

第
五
航
空
団
司
令
部

宮
崎
県
児
湯
郡

新
富
町

新
富
町

第
六
航
空
団

第
六
航
空
団
司
令
部

小
松
市

第
六
航
空
団

第
六
航
空
団
司
令
部

小
松
市
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第
七
航
空
団

第
七
航
空
団
司
令
部

小
美
玉
市

第
七
航
空
団

第
七
航
空
団
司
令
部

小
美
玉
市

第
八
航
空
団

第
八
航
空
団
司
令
部

福
岡
県
築
上
郡

第
八
航
空
団

第
八
航
空
団
司
令
部

福
岡
県
築
上
郡

築
上
町

築
上
町

第
九
航
空
団

第
九
航
空
団
司
令
部

那
覇
市

第
九
航
空
団

第
九
航
空
団
司
令
部

那
覇
市
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○

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
十
六
条
、
第
十
七
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
十
六
条
、
第
十
七
条
関
係
）

省

副

大

臣

の

定

数

大
臣
政
務
官
の
定
数

省

副

大

臣

の

定

数

大
臣
政
務
官
の
定
数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

防

衛

省

二
人

二
人

防

衛

省

一
人

二
人
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○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
号
俸
の
決
定
基
準
等
）

（
号
俸
の
決
定
基
準
等
）

第
五
条

新
た
に
職
員
（
常
勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
、
次
条
の
規
定
の
適
用

第
五
条

新
た
に
職
員
（
常
勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
、
次
条
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
職
員
、
特
定
任
期
付
職
員
、
第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号

を
受
け
る
職
員
、
特
定
任
期
付
職
員
、
第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号

任
期
付
研
究
員
、
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

任
期
付
研
究
員
、
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
並

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
並

び
に
同
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次

び
に
同
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次

条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
第
九
条
及
び
別
表
第
二

条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
第
九
条
及
び
別
表
第
二

に
お
い
て
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

に
お
い
て
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
し
て
任
用
さ
れ
た
者
の
号
俸
の
決
定
基
準
及
び
職
員
が
次
の
各

同
じ
。
）
と
し
て
任
用
さ
れ
た
者
の
号
俸
の
決
定
基
準
及
び
職
員
が
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
の
号
俸
の
決
定
基
準
に
つ

号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
の
号
俸
の
決
定
基
準
に
つ

い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

陸
上
自
衛
隊
の
自
衛
官
（
以
下
「
陸
上
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
が
海
上

二

陸
上
自
衛
隊
の
自
衛
官
（
以
下
「
陸
上
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
が
海
上

自
衛
隊
の
自
衛
官
（
以
下
「
海
上
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
航
空

自
衛
隊
の
自
衛
官
（
以
下
「
海
上
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
航
空

宇
宙
自
衛
隊
の
自
衛
官
（
以
下
「
航
空
宇
宙
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
と
な

自
衛
隊
の
自
衛
官
（
以
下
「
航
空
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
と
な
り
、
海
上

り
、
海
上
自
衛
官
が
陸
上
自
衛
官
若
し
く
は
航
空
宇
宙
自
衛
官
と
な
り
、

自
衛
官
が
陸
上
自
衛
官
若
し
く
は
航
空
自
衛
官
と
な
り
、
又
は
航
空
自
衛

又
は
航
空
宇
宙
自
衛
官
が
陸
上
自
衛
官
若
し
く
は
海
上
自
衛
官
と
な
つ
た

官
が
陸
上
自
衛
官
若
し
く
は
海
上
自
衛
官
と
な
つ
た
場
合

場
合

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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（
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
の
支
給
）

（
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
の
支
給
）

第
二
十
七
条
の
二

自
衛
官
（
自
衛
隊
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

第
二
十
七
条
の
二

自
衛
官
（
自
衛
隊
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
さ
れ
た
自
衛
官
を
除
く
。
次
項
、
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
並
び

よ
り
採
用
さ
れ
た
自
衛
官
を
除
く
。
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
二

に
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し

十
七
条
の
八
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し

て
の
在
職
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て

て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
（
同
条
か
ら
第
二
十
七
条
の
十
ま
で
、
第
二
十

政
令
で
定
め
る
者
（
第
二
十
七
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
二
十
七
条
の
十
四

七
条
の
十
二
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
に
お
い
て
単
に
「
在
職
期
間
」
と
い

第
一
項
に
お
い
て
「
長
期
在
職
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
の
各
号

う
。
）
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
若
年
定
年
退
職
者
」
と
い
う
。
）

定
め
る
者
（
第
二
十
七
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
二
十
七
条
の
十
四
第
一
項

に
は
、
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
（
以
下
「
給
付
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給

に
お
い
て
「
長
期
在
職
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
の
各
号
の
い
ず

す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
当
該
各
号
に
規
定
す
る
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
若
年
定
年
退
職
者
」
と
い
う
。
）
に
は
、

日
に
国
家
公
務
員
又
は
地
方
公
務
員
（
こ
れ
ら
の
者
で
臨
時
的
に
任
用
さ
れ

若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
（
以
下
「
給
付
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
。

る
も
の
そ
の
他
の
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
も
の
及
び
非
常
勤
の
も
の
を

た
だ
し
、
そ
の
者
が
当
該
各
号
に
規
定
す
る
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
国

除
く
。
）
と
な
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

家
公
務
員
又
は
地
方
公
務
員
（
こ
れ
ら
の
者
で
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
も
の

そ
の
他
の
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
も
の
及
び
非
常
勤
の
も
の
を
除
く
。

）
と
な
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

定
年
（
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
（

一

定
年
（
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
（

以
下
「
自
衛
官
以
外
の
職
員
の
定
年
」
と
い
う
。
）
以
上
で
あ
る
も
の
を

以
下
「
自
衛
官
以
外
の
職
員
の
定
年
」
と
い
う
。
）
以
上
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
「
若
年

除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
「
若
年

定
年
」
と
い
う
。
）
に
達
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者

定
年
」
と
い
う
。
）
に
達
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

前
項
の
在
職
期
間
は
、
自
衛
官
と
な
つ
た
日
か
ら
自
衛
官
を
退
職
し
た
日

（
新
設
）

ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
を
合
算

し
た
期
間
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
初
め
て

自
衛
官
と
な
つ
た
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
日
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
の
う
ち
最

も
遅
い
日
）
ま
で
の
期
間
（
自
衛
官
で
あ
つ
た
期
間
に
限
る
。
）
を
除
く
。
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一

在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処

せ
ら
れ
、
自
衛
隊
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
た
場
合

そ
の
失
職
し
た
日

二

在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
自
衛
隊
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
免

職
の
処
分
を
受
け
た
場
合

そ
の
処
分
を
受
け
た
日

（
給
付
金
の
支
給
時
期
及
び
額
）

（
給
付
金
の
支
給
時
期
及
び
額
）

第
二
十
七
条
の
三

（
略
）

第
二
十
七
条
の
三

（
略
）

２

第
一
回
目
の
給
付
金
及
び
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、
退
職
の
日
に
お

２

第
一
回
目
の
給
付
金
及
び
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、
退
職
の
日
に
お

い
て
そ
の
者
の
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
（
退
職
の
日
に
お
い
て
休
職
に
さ
れ

い
て
そ
の
者
の
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
（
退
職
の
日
に
お
い
て
休
職
に
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
よ
り
俸
給
の
一
部
又
は
全
部
を
支
給
さ
れ
な
か
つ
た
者
そ
の

て
い
た
こ
と
に
よ
り
俸
給
の
一
部
又
は
全
部
を
支
給
さ
れ
な
か
つ
た
者
そ
の

他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
政
令
で
定
め
る
俸
給
月
額
と
し
、
こ
れ

他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
政
令
で
定
め
る
俸
給
月
額
と
し
、
こ
れ

ら
の
額
が
別
表
第
二
の
三
等
陸
佐
、
三
等
海
佐
及
び
三
等
空
佐
の
欄
に
お
け

ら
の
額
が
別
表
第
二
の
三
等
陸
佐
、
三
等
海
佐
及
び
三
等
空
佐
の
欄
に
お
け

る
俸
給
の
幅
の
最
高
の
号
俸
に
よ
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
最
高
の

る
俸
給
の
幅
の
最
高
の
号
俸
に
よ
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
最
高
の

号
俸
に
よ
る
額
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
単
に
「
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）

号
俸
に
よ
る
額
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
単
に
「
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）

に
算
定
基
礎
期
間
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る

に
算
定
基
礎
期
間
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る

定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
か
ら
自
衛
官
以
外
の
職
員
の
定
年
に
達
す
る
日
ま

定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
か
ら
自
衛
官
以
外
の
職
員
の
定
年
に
達
す
る
日
ま

で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
第
一
回
目

で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
第
一
回
目

の
給
付
金
に
あ
つ
て
は
二
・
五
七
一
を
、
第
二
回
目
の
給
付
金
に
あ
つ
て
は

の
給
付
金
に
あ
つ
て
は
一
・
七
一
四
を
、
第
二
回
目
の
給
付
金
に
あ
つ
て
は

六
・
四
二
九
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
に
、
第
一
回
目
の
給
付
金
及
び
第

四
・
二
八
六
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
に
、
第
一
回
目
の
給
付
金
及
び
第

二
回
目
の
給
付
金
の
支
給
さ
れ
る
時
期
並
び
に
算
定
基
礎
期
間
の
年
数
を
勘

二
回
目
の
給
付
金
の
支
給
さ
れ
る
時
期
並
び
に
算
定
基
礎
期
間
の
年
数
を
勘

案
し
て
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
算
定
基
礎
期
間
の
年
数
に
応
じ

案
し
て
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
算
定
基
礎
期
間
の
年
数
に
応
じ

て
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

て
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

前
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
第
一
回
目
の
給
付

３

前
条
第
三
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
第
一
回
目
の
給
付
金
及
び

金
及
び
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同

ぞ
れ
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
か
ら
、
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す

項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
か
ら
、
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す
る
日
の
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る
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月

翌
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の

ま
で
の
月
数
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
減

月
数
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
減
じ
た
額

じ
た
額
と
す
る
。

と
す
る
。

（
所
得
に
よ
る
給
付
金
の
額
の
調
整
等
）

（
所
得
に
よ
る
給
付
金
の
額
の
調
整
等
）

第
二
十
七
条
の
四

若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
（

第
二
十
七
条
の
四

若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
（

以
下
「
退
職
の
翌
年
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
得
金
額
が
支
給

以
下
「
退
職
の
翌
年
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
得
金
額
が
支
給

調
整
下
限
額
（
そ
の
者
が
退
職
の
翌
年
ま
で
自
衛
官
と
し
て
在
職
し
て
い
た

調
整
下
限
額
（
そ
の
者
が
退
職
の
翌
年
ま
で
自
衛
官
と
し
て
在
職
し
て
い
た

と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
年
に
受
け
る
べ
き
俸
給
、
扶
養
手
当
、
営

と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
年
に
受
け
る
べ
き
俸
給
、
扶
養
手
当
、
営

外
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
合
計
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ

外
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
合
計
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
給
与
年
額
相
当
額
」
と
い

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
給
与
年
額
相
当
額
」
と
い

う
。
）
か
ら
そ
の
者
に
係
る
俸
給
月
額
に
九
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

う
。
）
か
ら
そ
の
者
に
係
る
俸
給
月
額
に
六
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
、
支
給
調
整
上
限
額
（
そ
の
者
に
係
る
給

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
、
支
給
調
整
上
限
額
（
そ
の
者
に
係
る
給

与
年
額
相
当
額
か
ら
そ
の
者
に
係
る
俸
給
月
額
に
二
・
五
七
一
を
乗
じ
て
得

与
年
額
相
当
額
か
ら
そ
の
者
に
係
る
俸
給
月
額
に
一
・
七
一
四
を
乗
じ
て
得

た
額
を
減
じ
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
前
条

た
額
を
減
じ
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
前
条

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
は

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
は

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る

額
に
、
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
か
ら
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
そ
の

額
に
、
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
か
ら
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
そ
の

者
の
所
得
金
額
を
減
じ
た
額
を
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
か
ら
そ
の

者
の
所
得
金
額
を
減
じ
た
額
を
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
か
ら
そ
の

者
に
係
る
支
給
調
整
下
限
額
を
減
じ
た
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た

者
に
係
る
支
給
調
整
下
限
額
を
減
じ
た
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
給
付
金
の
支
払
の
差
止
め
）

（
給
付
金
の
支
払
の
差
止
め
）

第
二
十
七
条
の
八

若
年
定
年
退
職
者
に
対
し
ま
だ
支
払
わ
れ
て
い
な
い
給
付

第
二
十
七
条
の
八

若
年
定
年
退
職
者
に
対
し
ま
だ
支
払
わ
れ
て
い
な
い
給
付

金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
若
年
定
年
退
職
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
若
年
定
年
退
職
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
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か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
給
付
金
管
理
者
（
当
該
若
年
定
年
退
職
者
の
退
職

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
給
付
金
管
理
者
（
当
該
若
年
定
年
退
職
者
の
退
職

の
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
自
衛
隊
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
免
職

の
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
自
衛
隊
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
免
職

の
処
分
を
行
う
権
限
を
有
し
て
い
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該

の
処
分
を
行
う
権
限
を
有
し
て
い
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該

若
年
定
年
退
職
者
に
対
し
、
当
該
給
付
金
の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
を
行

若
年
定
年
退
職
者
に
対
し
、
当
該
給
付
金
の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
を
行

う
も
の
と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
若
年
定
年
退
職
者
が
在
職
期
間
（
自
衛
官
と
な
つ
た
日
か
ら
自
衛

二

当
該
若
年
定
年
退
職
者
が
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関

官
を
退
職
し
た
日
ま
で
の
期
間
（
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
に

し
起
訴
を
さ
れ
た
と
き
。

規
定
す
る
期
間
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
七
条
の

十
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
十
二
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
に
お
い
て
同
じ

。
）
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
と
き
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
）

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
）

第
三
十
条

防
衛
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第

第
三
十
条

防
衛
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第

二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
若
し
く
は
第
十
二
条
第
二
項
の

二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
政
令
若
し
く
は
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

規
定
に
よ
る
防
衛
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と

よ
る
防
衛
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又

き
、
又
は
第
二
十
七
条
の
六
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
十
一
第
十
項
に
お
い

は
第
二
十
七
条
の
六
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
十
一
第
十
項
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
定
め
る
処
分
の
理
由
の
通
知
若
し

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
定
め
る
処
分
の
理
由
の
通
知
若
し
く
は
弁

く
は
弁
明
の
機
会
に
関
す
る
手
続
を
定
め
、
若
し
く
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

明
の
機
会
に
関
す
る
手
続
を
定
め
、
若
し
く
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

と
き
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第

号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見

八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
か

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

附

則

１
～

（
略
）

１
～

（
略
）

11

11
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当
分
の
間
、
定
年
が
年
齢
六
十
年
に
満
た
な
い
と
さ
れ
て
い
る
若
年
定
年

当
分
の
間
、
定
年
が
年
齢
六
十
年
に
満
た
な
い
と
さ
れ
て
い
る
若
年
定
年

12

12

退
職
者
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
七
条
の
三

退
職
者
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
二
第

条
の
二
第

一
項
第
一

一
号

号（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
三
第

条
の
三
第

二
項

得
た
額
と
す
る

得
た
額
と
し
、
第
三
回
目
の
給
付
金

二
項

得
た
額
と
す
る

得
た
額
と
し
、
第
三
回
目
の
給
付
金

及
び
第
四
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、

及
び
第
四
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、

退
職
の
日
に
お
い
て
そ
の
者
の
受
け

退
職
の
日
に
お
い
て
そ
の
者
の
受
け

て
い
た
俸
給
月
額
に
後
期
算
定
基
礎

て
い
た
俸
給
月
額
に
後
期
算
定
基
礎

期
間
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
第

期
間
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
第

三
回
目
の
給
付
金
に
あ
つ
て
は
一
・

三
回
目
の
給
付
金
に
あ
つ
て
は
一
・

八
四
を
、
第
四
回
目
の
給
付
金
に
あ

三
八
を
、
第
四
回
目
の
給
付
金
に
あ

つ
て
は
二
・
七
六
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ

つ
て
は
二
・
○
七
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ

て
得
た
額
に
、
第
三
回
目
の
給
付
金

て
得
た
額
に
、
第
三
回
目
の
給
付
金

及
び
第
四
回
目
の
給
付
金
の
支
給
さ

及
び
第
四
回
目
の
給
付
金
の
支
給
さ

れ
る
時
期
並
び
に
後
期
算
定
基
礎
期

れ
る
時
期
並
び
に
後
期
算
定
基
礎
期

間
の
年
数
を
勘
案
し
て
一
を
超
え
な

間
の
年
数
を
勘
案
し
て
一
を
超
え
な
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い
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
後
期
算
定
基

い
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
後
期
算
定
基

礎
期
間
の
年
数
に
応
じ
て
政
令
で
定

礎
期
間
の
年
数
に
応
じ
て
政
令
で
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

当
分
の
間
、
定
年
が
年
齢
六
十
年
以
上
と
さ
れ
て
い
る
若
年
定
年
退
職
者

当
分
の
間
、
定
年
が
年
齢
六
十
年
以
上
と
さ
れ
て
い
る
若
年
定
年
退
職
者

13

13

に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
及

に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
、
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
二

び
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄

十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

る
字
句
と
す
る
。

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
二
第

条
の
二
第

一
項
第
一

一
号

号第
二
十
七

二
・
五
七
一

一
・
八
四

第
二
十
七

一
・
七
一
四

一
・
三
八

条
の
三
第

条
の
三
第

二
項

六
・
四
二
九

二
・
七
六

二
項

四
・
二
八
六

二
・
〇
七

第
二
十
七

九

四
・
六

第
二
十
七

六

三
・
四
五

条
の
四
第

条
の
四
第

一
項

二
・
五
七
一

一
・
八
四

一
項

一
・
七
一
四

一
・
三
八

（
略
）

（
略
）

14

14



- 25 -

附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
付
金
の
う
ち

附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
付
金
の
う
ち

15

15

、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定

、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
後
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
も
の
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
四
か
ら
第

す
る
後
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
も
の
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
四
か
ら
第

二
十
七
条
の
七
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
九
及
び
第
二
十
七
条
の
十
一
の
規
定

二
十
七
条
の
七
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
九
及
び
第
二
十
七
条
の
十
一
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
四
第

条
の
四
第

一
項

九

四
・
六

一
項

六

三
・
四
五

二
・
五
七
一

一
・
八
四

一
・
七
一
四

一
・
三
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

16

17

16

17
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○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
給
付
金
の
支
給
時
期
及
び
額
）

（
給
付
金
の
支
給
時
期
及
び
額
）

第
二
十
七
条
の
三

給
付
金
は
、
三
回
に
分
割
し
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
月
で

第
二
十
七
条
の
三

給
付
金
は
、
二
回
に
分
割
し
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
月
で

あ
つ
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
若
年

あ
つ
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
若
年

定
年
退
職
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
後
最
初
に
到
来
す
る
も
の
に
第
一

定
年
退
職
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
後
最
初
に
到
来
す
る
も
の
に
第
一

回
目
の
給
付
金
を
、
そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
の
防
衛

回
目
の
給
付
金
を
、
そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
の
防
衛

省
令
で
定
め
る
月
に
第
二
回
目
の
給
付
金
を
、
そ
の
者
が
自
衛
官
以
外
の
職

省
令
で
定
め
る
月
に
第
二
回
目
の
給
付
金
を
そ
れ
ぞ
れ
支
給
す
る
。

員
の
定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の
属
す
る
年
（
そ
の
者
の
定
年
に
達
す
る
日

か
ら
自
衛
官
以
外
の
職
員
の
定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の
属
す
る
年
ま
で
の

期
間
が
一
年
以
内
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
。
以
下
同

じ
。
）
の
防
衛
省
令
で
定
め
る
月
に
第
三
回
目
の
給
付
金
を
そ
れ
ぞ
れ
支
給

す
る
。

２

第
一
回
目
の
給
付
金
、
第
二
回
目
の
給
付
金
及
び
第
三
回
目
の
給
付
金
の

２

第
一
回
目
の
給
付
金
及
び
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、
退
職
の
日
に
お

額
は
、
退
職
の
日
に
お
い
て
そ
の
者
の
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
（
退
職
の
日

い
て
そ
の
者
の
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
（
退
職
の
日
に
お
い
て
休
職
に
さ
れ

に
お
い
て
休
職
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
俸
給
の
一
部
又
は
全
部
を
支
給

て
い
た
こ
と
に
よ
り
俸
給
の
一
部
又
は
全
部
を
支
給
さ
れ
な
か
つ
た
者
そ
の

さ
れ
な
か
つ
た
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
政
令
で
定
め
る

他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
政
令
で
定
め
る
俸
給
月
額
と
し
、
こ
れ

俸
給
月
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
額
が
別
表
第
二
の
三
等
陸
佐
、
三
等
海
佐
及
び

ら
の
額
が
別
表
第
二
の
三
等
陸
佐
、
三
等
海
佐
及
び
三
等
空
佐
の
欄
に
お
け

三
等
空
佐
の
欄
に
お
け
る
俸
給
の
幅
の
最
高
の
号
俸
に
よ
る
額
を
超
え
る
場

る
俸
給
の
幅
の
最
高
の
号
俸
に
よ
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
最
高
の

合
に
は
、
そ
の
最
高
の
号
俸
に
よ
る
額
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
単
に
「
俸

号
俸
に
よ
る
額
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
単
に
「
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）

給
月
額
」
と
い
う
。
）
に
算
定
基
礎
期
間
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ

に
算
定
基
礎
期
間
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る

て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
か
ら
自
衛
官
以
外
の
職
員

定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
か
ら
自
衛
官
以
外
の
職
員
の
定
年
に
達
す
る
日
ま

の
定
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
年
数
を
乗
じ

で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
第
一
回
目
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て
得
た
額
に
第
一
回
目
の
給
付
金
に
あ
つ
て
は
二
・
二
五
を
、
第
二
回
目
の

の
給
付
金
に
あ
つ
て
は
二
・
五
七
一
を
、
第
二
回
目
の
給
付
金
に
あ
つ
て
は

給
付
金
に
あ
つ
て
は
四
・
五
を
、
第
三
回
目
の
給
付
金
に
あ
つ
て
は
二
・
二

六
・
四
二
九
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
に
、
第
一
回
目
の
給
付
金
及
び
第

五
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

二
回
目
の
給
付
金
の
支
給
さ
れ
る
時
期
並
び
に
算
定
基
礎
期
間
の
年
数
を
勘

案
し
て
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
算
定
基
礎
期
間
の
年
数
に
応
じ

て
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

前
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
第
一
回
目
の
給
付

３

前
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
第
一
回
目
の
給
付

金
、
第
二
回
目
の
給
付
金
及
び
第
三
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、
前
項
の
規
定

金
及
び
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
か
ら
、
そ
の

ぞ
れ
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
か
ら
、
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す

者
に
係
る
定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
者
の
退

る
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月

職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

ま
で
の
月
数
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
減

よ
り
計
算
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

じ
た
額
と
す
る
。

（
所
得
に
よ
る
給
付
金
の
額
の
調
整
等
）

（
所
得
に
よ
る
給
付
金
の
額
の
調
整
等
）

第
二
十
七
条
の
四

若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
（

第
二
十
七
条
の
四

若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
（

以
下
「
退
職
の
翌
年
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
得
金
額
が
支
給

以
下
「
退
職
の
翌
年
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
得
金
額
が
支
給

調
整
下
限
額
（
そ
の
者
が
退
職
の
翌
年
ま
で
自
衛
官
と
し
て
在
職
し
て
い
た

調
整
下
限
額
（
そ
の
者
が
退
職
の
翌
年
ま
で
自
衛
官
と
し
て
在
職
し
て
い
た

と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
年
に
受
け
る
べ
き
俸
給
、
扶
養
手
当
、
営

と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
年
に
受
け
る
べ
き
俸
給
、
扶
養
手
当
、
営

外
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
合
計
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ

外
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
合
計
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
給
与
年
額
相
当
額
」
と
い

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
給
与
年
額
相
当
額
」
と
い

う
。
）
か
ら
そ
の
者
に
係
る
俸
給
月
額
に
九
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

う
。
）
か
ら
そ
の
者
に
係
る
俸
給
月
額
に
九
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
、
支
給
調
整
上
限
額
（
そ
の
者
に
係
る
給

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
、
支
給
調
整
上
限
額
（
そ
の
者
に
係
る
給

与
年
額
調
整
額
（
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額
に
そ
の
者
に
係
る
退
職

与
年
額
相
当
額
か
ら
そ
の
者
に
係
る
俸
給
月
額
に
二
・
五
七
一
を
乗
じ
て
得

前
五
年
間
の
各
年
に
お
け
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
本
府
省
業
務
調
整
手
当

た
額
を
減
じ
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
前
条

、
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
住
居
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
、
航
空
手
当

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
は

、
乗
組
手
当
、
落
下
傘
隊
員
手
当
、
特
別
警
備
隊
員
手
当
、
特
殊
作
戦
隊
員

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る

手
当
、
航
空
管
制
官
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
の
合
計
額
の
う
ち

額
に
、
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
か
ら
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
そ
の
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当
該
期
間
内
に
お
い
て
最
も
高
い
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

者
の
所
得
金
額
を
減
じ
た
額
を
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
か
ら
そ
の

計
算
し
た
額
を
加
え
た
額
（
第
二
号
及
び
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
「
加
算

者
に
係
る
支
給
調
整
下
限
額
を
減
じ
た
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た

調
整
上
限
額
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
と
こ

額
と
す
る
。

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
そ
の

者
に
係
る
俸
給
月
額
に
三
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
支
給
調
整
額
（
第
一
号
に
掲

げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
に
〇
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た

額
を
い
う
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

一

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
給
付
金
の
合
計
額

二

前
号
に
掲
げ
る
額
に
そ
の
者
に
係
る
加
算
調
整
上
限
額
か
ら
退
職
の
翌

年
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
得
金
額
を
減
じ
た
額
を
算
定
調
整
額
（
そ
の
者

に
係
る
加
算
調
整
上
限
額
か
ら
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
下
限
額
を
減
じ

た
額
を
い
う
。
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
除
し
て
得
た
率
を

乗
じ
て
得
た
額

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
の
翌
年

３

第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
の
翌
年

に
お
け
る
所
得
金
額
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

に
お
け
る
所
得
金
額
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
を
超
え
、
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額

一

そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
を
超
え
、
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額

調
整
額
に
満
た
な
い
場
合

支
給
調
整
額
か
ら
そ
の
者
に
係
る
前
条
第
二

相
当
額
に
満
た
な
い
場
合

そ
の
者
の
支
給
を
受
け
た
第
一
回
目
の
給
付

項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
第
二
回
目
の
給
付
金
の
額
に
相

金
の
額
に
、
そ
の
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
か
ら
そ
の
者
に

当
す
る
額
を
減
じ
た
額
に
相
当
す
る
金
額

係
る
支
給
調
整
上
限
額
を
減
じ
た
額
を
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額

か
ら
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
を
減
じ
た
額
で
除
し
て
得
た
率
を

乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
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二

そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
調
整
額
以
上
で
あ
る
場
合

そ
の
者
の
支
給

二

そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額
以
上
で
あ
る
場
合

そ
の
者
の
支
給

を
受
け
た
第
一
回
目
の
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額

を
受
け
た
第
一
回
目
の
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額

４

若
年
定
年
退
職
者
が
自
衛
官
以
外
の
職
員
の
定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の

（
新
設
）

属
す
る
年
の
前
年
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
得
金
額
（
第
二
号
及
び
次
項
に
お

い
て
単
に
「
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
が
支
給
調
整
下
限
額
を
超
え
、
給
与

年
額
調
整
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
第
三
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算

し
た
第
三
回
目
の
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額

か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
に
〇
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減

じ
た
額
と
す
る
。

一

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
給
付
金
の
合
計
額

二

前
号
に
掲
げ
る
額
に
そ
の
者
に
係
る
加
算
調
整
上
限
額
か
ら
所
得
金
額

を
減
じ
た
額
を
算
定
調
整
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

５

所
得
金
額
が
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
調
整
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

（
新
設
）

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
回
目
の
給
付
金
は
、
支
給
し
な

い
。

６

前
各
項
に
規
定
す
る
所
得
金
額
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三

４

前
三
項
に
規
定
す
る
所
得
金
額
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三

十
三
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
金
額
と
同
法
第
二

十
三
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
金
額
と
同
法
第
二

十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
の
金
額
（
防
衛
省
令
で
定
め
る
も
の

十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
の
金
額
と
の
合
計
額
を
同
項
に
規
定

を
除
く
。
）
と
の
合
計
額
を
同
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
の
金
額
と
仮
定
し

す
る
給
与
所
得
の
金
額
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
金
額
の
計
算
の
基

た
場
合
に
お
い
て
当
該
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
同
項
に
規
定
す
る

礎
と
な
る
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と

給
与
等
の
収
入
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
退
職
の
翌
年
の

す
る
。
た
だ
し
、
退
職
の
翌
年
の
途
中
か
ら
就
業
し
た
若
年
定
年
退
職
者
そ

途
中
か
ら
就
業
し
た
若
年
定
年
退
職
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い

の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
基
礎
と
し
て
政
令
で

て
は
、
そ
の
金
額
を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

金
額
と
す
る
。
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（
給
付
金
の
支
給
時
期
の
特
例
等
）

（
給
付
金
の
支
給
時
期
の
特
例
等
）

第
二
十
七
条
の
五

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け

第
二
十
七
条
の
五

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
若
年
定
年
退
職
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
給
付
金
（
第
一
回

る
こ
と
が
で
き
る
若
年
定
年
退
職
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
給
付
金
に
つ
い
て

目
及
び
第
二
回
目
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と

、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
時
に
支
給
を
受
け
る
こ
と
を
希

こ
ろ
に
よ
り
、
一
時
に
支
給
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
申
し
出
た
と

望
す
る
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か

き
は
、
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す

わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年

る
そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
の
防
衛
省
令
で
定
め
る
月

の
防
衛
省
令
で
定
め
る
月
に
、
次
項
に
規
定
す
る
額
の
給
付
金
を
支
給
す
る

に
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
給
付
金
を
支
給
す
る
。

。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
若
年
定
年
退
職
者
に
支
給
す
る
給
付
金
の
額
は
、
そ

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
若
年
定
年
退
職
者
に
支
給
す
る
給
付
金
の
額
は
、
そ

の
者
が
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る

の
者
が
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る

と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
第
一
回
目
の
給
付
金
の
額
と
第
二

と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
第
一
回
目
の
給
付
金
の
額
と
第
二

回
目
の
給
付
金
の
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
退
職

回
目
の
給
付
金
の
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
退
職

の
翌
年
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
得
金
額
（
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
計
算

の
翌
年
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
得
金
額
（
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
所
得
金

し
た
所
得
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限

額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
を
超
え
、

額
を
超
え
、
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
調
整
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
こ

そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
本
文
に
規
定
す

の
項
本
文
に
規
定
す
る
第
一
回
目
の
給
付
金
の
額
か
ら
、
そ
の
者
を
第
一
回

る
第
一
回
目
の
給
付
金
の
額
か
ら
、
そ
の
者
を
第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給

目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
前
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用

を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
前
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
そ
の
者

し
た
場
合
に
そ
の
者
が
返
納
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す

が
返
納
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金

額
が
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
調
整
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規

額
が
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
は
、
支
給
し
な
い
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
は
、
支
給
し
な
い
。

（
所
得
の
届
出
等
）

（
所
得
の
届
出
等
）

第
二
十
七
条
の
六

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け

第
二
十
七
条
の
六

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
若
年
定
年
退
職
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
ま
で
に
、

る
こ
と
が
で
き
る
若
年
定
年
退
職
者
は
、
そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
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防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置

年
の
翌
々
年
の
防
衛
省
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
、
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
に
関
す
る
事

一

そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
の
防
衛
省
令
で
定
め
る

項
を
届
け
出
、
か
つ
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

日

防
衛
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
者
の
退
職
の
翌
年
に
お

な
い
。

け
る
所
得
に
関
す
る
事
項
を
届
け
出
る
こ
と
。

二

そ
の
者
が
自
衛
官
以
外
の
職
員
の
定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の
属
す
る

年
の
防
衛
省
令
で
定
め
る
日

防
衛
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
当

該
年
の
前
年
に
お
け
る
所
得
に
関
す
る
事
項
を
届
け
出
る
こ
と
。

２

前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
な
す
べ

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
又
は
書
類
の
提
出
を
な
す
べ
き
者
で
あ
つ
て
第

き
者
で
あ
つ
て
第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
も
の
が
、
正
当
な
理

一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
も
の
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
同

由
が
な
く
て
、
当
該
届
出
を
し
な
い
と
き
は
、
防
衛
大
臣
は
、
当
該
支
給
を

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
書
類
の
提
出
を
し
な
い
と
き
は
、
防
衛
大
臣
は

受
け
た
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
返
納
さ
せ
る
こ

、
当
該
支
給
を
受
け
た
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を

と
が
で
き
、
か
つ
、
第
二
回
目
の
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い

返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
第
二
回
目
の
給
付
金
及
び
次
条
第
一
項

こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
に
よ
る
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
な
す

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
又
は
書
類
の
提
出
を
な
す
べ
き
者
（
前
項
に

べ
き
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、

規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
第
一
項
の
規
定
に

当
該
届
出
を
し
な
い
と
き
は
、
防
衛
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

よ
る
届
出
又
は
書
類
の
提
出
を
し
な
い
と
き
は
、
防
衛
大
臣
は
、
前
条
第
一

給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
及
び
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
の
全
部

又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
な
す

（
新
設
）

べ
き
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
当
該
届
出
を
し
な
い
と
き
は
、
防
衛

大
臣
は
、
第
三
回
目
の
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
。

５

防
衛
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

４

防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
相
手
方
に
、
そ
の
処
分
の
理
由
を
通
知
し
、
弁
明
す
る

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
相
手
方
に
、
そ
の
処
分
の
理
由
を
通
知
し
、
弁
明
す
る

機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
給
付
金
の
追
給
）

第
二
十
七
条
の
七

削
除

第
二
十
七
条
の
七

退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
が
そ
の
者
に
係
る
支
給

調
整
下
限
額
を
超
え
、
か
つ
、
退
職
の
翌
年
か
ら
そ
の
者
が
自
衛
官
以
外
の

職
員
の
定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の
属
す
る
年
の
前
年
ま
で
の
年
数
（
以
下

「
平
均
所
得
算
定
基
礎
年
数
」
と
い
う
。
）
が
二
年
以
上
あ
る
若
年
定
年
退

職
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
期
間
の
各
年
に
お
け
る
第
二
十
七
条
の
四
第
四
項
本

文
に
規
定
す
る
所
得
金
額
の
合
計
額
（
退
職
後
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に

関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
基
礎
と

し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
）
を
そ
の
者
に
係
る
平
均

所
得
算
定
基
礎
年
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
「
平
均
所
得
金
額
」
と
い
う

。
）
が
そ
の
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
つ

た
も
の
（
平
均
所
得
金
額
が
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額
以
上
で
あ
る

者
を
除
く
。
）
が
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
請
求
し
た
と
き
は

、
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
に
次
項
又
は

第
三
項
に
規
定
す
る
額
の
給
付
金
を
追
給
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
若
年
定
年
退
職
者
（
次
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。

）
に
追
給
す
る
給
付
金
の
額
は
、
そ
の
者
の
平
均
所
得
金
額
に
つ
い
て
の
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
未
満
で
あ
る
場
合

そ
の
者
の
退
職

の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
に
係
る
次
の
区
分
に
応
じ
て
次
に
定
め
る
額

イ

そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額
以
上
で
あ
る
と
き

そ
の
者
の
支

給
を
受
け
た
第
一
回
目
の
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
に
、
そ
の
者
を

第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
回
目
の
給
付
金
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
、
そ
の
者
の
平
均
所
得
金
額
を
そ
の
者

の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
同
条
第
二
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項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し

た
場
合
に
そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
第
二
回
目
の
給
付

金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額

ロ

そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額
未
満
で
あ
る
と
き

イ
に
定
め
る

額
か
ら
そ
の
者
の
支
給
を
受
け
た
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
（
そ
の

者
が
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
を
し
た
場
合
に
は

、
支
給
を
受
け
た
給
付
金
の
額
か
ら
そ
の
返
納
を
し
た
額
を
減
じ
た
額

に
相
当
す
る
額
）
を
減
じ
た
額

二

そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
以
上
で
あ
る
場
合

そ
の
者
の
退
職

の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
に
係
る
次
の
区
分
に
応
じ
て
次
に
定
め
る
額

イ

そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額
以
上
で
あ
る
と
き

そ
の
者
の
支

給
を
受
け
た
第
一
回
目
の
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
、
そ
の
者

の
平
均
所
得
金
額
を
そ
の
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
と
み

な
し
て
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
そ
の
者

が
返
納
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額

ロ

そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額
未
満
で
あ
る
と
き

イ
に
定
め
る

額
か
ら
、
そ
の
者
の
支
給
を
受
け
た
給
付
金
の
額
か
ら
そ
の
者
が
第
二

十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
納
を
し
た
額
を
減
じ
た
額
に
相

当
す
る
額
を
減
じ
た
額

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
若
年
定
年
退
職
者
で
あ
つ
て
第
二
十
七
条
の
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
も
の
に
追
給
す
る
給
付
金
の
額
は
、
そ
の

者
の
平
均
所
得
金
額
を
そ
の
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
と
み
な

し
て
同
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
そ
の
者
の
支
給
を
受
け
た
給

付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
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（
退
職
後
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
給
付
金
の
不
支
給
）

（
退
職
後
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
給
付
金
の
不
支
給
）

第
二
十
七
条
の
九

若
年
定
年
退
職
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

第
二
十
七
条
の
九

若
年
定
年
退
職
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
給
付
金
管
理
者
は
、
当
該
若
年
定
年
退
職
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ

場
合
に
は
、
給
付
金
管
理
者
は
、
当
該
若
年
定
年
退
職
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
給
付
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
も

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
給
付
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

第
一
回
目
の
給
付
金
が
支
払
わ
れ
る
前
に
刑
事
事
件
（
そ
の
者
が
退
職

一

第
一
回
目
の
給
付
金
が
支
払
わ
れ
る
前
に
刑
事
事
件
（
そ
の
者
が
退
職

後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑

後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑

事
事
件
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
拘
禁
刑
以
上

事
事
件
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
拘
禁
刑
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
、
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
自
衛
隊
法
第
四

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
、
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
自
衛
隊
法
第
四

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
職
の
処
分
（
以
下
「
再
任
用
職
員
に
対

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
職
の
処
分
（
以
下
「
再
任
用
職
員
に
対

す
る
免
職
処
分
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
又
は
給
付
金
管
理
者
に
よ

す
る
免
職
処
分
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
又
は
給
付
金
管
理
者
に
よ

り
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら

り
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら

れ
た
場
合

第
一
回
目
の
給
付
金
、
第
二
回
目
の
給
付
金
及
び
第
三
回
目

れ
た
場
合

第
一
回
目
の
給
付
金
、
第
二
回
目
の
給
付
金
及
び
第
二
十
七

の
給
付
金

条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金

二

第
一
回
目
の
給
付
金
が
支
払
わ
れ
た
後
第
二
回
目
の
給
付
金
が
支
払
わ

二

第
一
回
目
の
給
付
金
が
支
払
わ
れ
た
後
第
二
回
目
の
給
付
金
が
支
払
わ

れ
る
前
に
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
、
在

れ
る
前
に
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
、
在

職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
場

職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
場

合
又
は
給
付
金
管
理
者
に
よ
り
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る

合
又
は
給
付
金
管
理
者
に
よ
り
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る

べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
た
場
合

第
二
回
目
の
給
付
金
及
び
第
三

べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
た
場
合

第
二
回
目
の
給
付
金
及
び
第
二

回
目
の
給
付
金

十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金

三

第
二
回
目
の
給
付
金
が
支
払
わ
れ
、
又
は
第
二
十
七
条
の
四
第
二
項
の

三

第
二
回
目
の
給
付
金
が
支
払
わ
れ
、
又
は
第
二
十
七
条
の
四
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
第
二
回
目
の
給
付
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
後
第
三

規
定
に
よ
り
第
二
回
目
の
給
付
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
後
第
二

回
目
の
給
付
金
が
支
払
わ
れ
る
前
に
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑

十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
が
支
払
わ
れ
る
前
に
刑
事
事

に
処
せ
ら
れ
た
場
合
、
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
再
任
用
職
員
に
対
す

件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
、
在
職
期
間
中
の
行
為

る
免
職
処
分
を
受
け
た
場
合
又
は
給
付
金
管
理
者
に
よ
り
在
職
期
間
中
に

に
関
し
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
場
合
又
は
給
付
金
管

懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
た
場
合

第
三

理
者
に
よ
り
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
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回
目
の
給
付
金

と
認
め
ら
れ
た
場
合

同
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
若
年
定
年
退
職
者
等
が
死
亡
し
た
場
合
の
給
付
金
の
取
扱
い
）

（
若
年
定
年
退
職
者
等
が
死
亡
し
た
場
合
の
給
付
金
の
取
扱
い
）

第
二
十
七
条
の
十
一

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受

第
二
十
七
条
の
十
一

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
若
年
定
年
退
職
者
（
次
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

け
る
こ
と
が
で
き
る
若
年
定
年
退
職
者
（
次
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
給
付
金
を
そ
の
者
の
遺
族
に
支

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
給
付
金
を
そ
の
者
の
遺
族
に
支

給
し
、
支
給
す
べ
き
遺
族
が
な
い
と
き
は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
相
続
人
に

給
し
、
支
給
す
べ
き
遺
族
が
な
い
と
き
は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
相
続
人
に

支
給
す
る
。

支
給
す
る
。

一

第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
前
に
死
亡
し
た
場
合

第
二
十

一

第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
前
に
死
亡
し
た
場
合

第
二
十

七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
第
一
回
目

七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
額
の
第
一
回
目
の
給
付
金
及

の
給
付
金
、
第
二
回
目
の
給
付
金
及
び
第
三
回
目
の
給
付
金
を
同
条
第
一

び
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
額
（
そ
の
者
の
平
均
所
得
金
額
が
そ
の
者

項
に
規
定
す
る
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
給
す
る
。

に
係
る
支
給
調
整
下
限
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
平
均
所
得
金
額
を

そ
の
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
と
み
な
し
て
第
二
十
七
条
の

四
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
額
）
の

第
二
回
目
の
給
付
金
を
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
月
に
そ
れ

ぞ
れ
支
給
す
る
。

二

第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
後
第
二
回
目
の
給
付
金
の
支
給

二

第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
後
第
二
回
目
の
給
付
金
の
支
給

を
受
け
る
前
に
死
亡
し
た
場
合

第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項

を
受
け
る
前
に
死
亡
し
た
場
合

第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
第
二
回
目
の
給
付
金
及
び
第
三
回
目
の
給

に
規
定
す
る
額
（
そ
の
者
の
平
均
所
得
金
額
が
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整

付
金
を
防
衛
省
令
で
定
め
る
月
に
支
給
す
る
。

下
限
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
平
均
所
得
金
額
を
そ
の
者
の
退
職
の

翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
と
み
な
し
て
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定

を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
額
）
の
第
二
回
目
の
給
付

金
を
防
衛
省
令
で
定
め
る
月
に
支
給
す
る
。

三

第
二
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
後
第
三
回
目
の
給
付
金
の
支
給

（
新
設
）
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を
受
け
る
前
に
死
亡
し
た
場
合

第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
第
三
回
目
の
給
付
金
を
防
衛
省
令
で
定
め

る
月
に
支
給
す
る
。

２

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

２

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
若
年
定
年
退
職
者
で
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し

る
若
年
定
年
退
職
者
で
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し

た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
給
付
金
を
そ
の
者
の
遺

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
給
付
金
を
そ
の
者
の
遺

族
に
支
給
し
、
支
給
す
べ
き
遺
族
が
な
い
と
き
は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
相

族
に
支
給
し
、
支
給
す
べ
き
遺
族
が
な
い
と
き
は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
相

続
人
に
支
給
す
る
。

続
人
に
支
給
す
る
。

一

退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
に
死
亡
し
た
場
合

第
二
十
七
条
の
五
第
二

一

退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
に
死
亡
し
た
場
合

第
二
十
七
条
の
五
第
二

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
給
付
金
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

項
本
文
に
規
定
す
る
額
の
給
付
金
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
月
に
支
給

る
月
に
支
給
す
る
。

す
る
。

二

第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
前

二

第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
前

に
、
退
職
の
翌
年
以
後
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合

同
条
第
二
項
の
規
定

に
、
退
職
の
翌
年
以
後
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合

そ
の
者
の
平
均
所
得

に
よ
り
計
算
し
た
額
の
給
付
金
を
防
衛
省
令
で
定
め
る
月
に
支
給
す
る
。

金
額
を
そ
の
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
と
み
な
し
て
同
条
第

二
項
及
び
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る

第
二
十
七
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
給
付
金
を
防
衛
省
令
で
定
め

る
月
に
支
給
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者

４

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
平
均
所
得
金

の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
が
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
以

額
が
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規

上
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
第
二
回
目
の
給
付
金
は
、
支
給
し

第
二
回
目
の
給
付
金
は
、
支
給
し
な
い
。

な
い
。

５

第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
が
自
衛
官
以
外
の
職
員
の

（
新
設
）

定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の
属
す
る
年
の
前
年
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
得
金

額
が
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
調
整
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
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定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
第
三
回
目
の
給
付
金
は
、
支
給
し
な
い

。
６

第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る

５

第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
平
均
所
得
金
額
が
そ
の

所
得
金
額
が
そ
の
者
に
係
る
給
与
年
額
調
整
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
同

者
に
係
る
給
与
年
額
相
当
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
給
付
金
は
、
支
給
し
な
い
。

わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
給
付
金
は
、
支
給
し
な
い
。

７

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る

６

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
平
均
所
得
金
額
が
そ
の

所
得
金
額
が
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項

者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
第

の
規
定
に
よ
り
第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、
当
該
若
年
定

一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、
当
該
若
年
定
年
退
職
者
を
当
該

年
退
職
者
を
当
該
第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
若
年
定
年
退
職
者

第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
若
年
定
年
退
職
者
と
、
当
該
平
均
所

と
み
な
し
て
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
各

得
金
額
を
当
該
若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
と
そ

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を

れ
ぞ
れ
み
な
し
て
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同

返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
金

額
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
退
職

７

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
若
年
定
年
退
職
者
の
平
均

の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
が
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
を
超
え
る

所
得
金
額
が
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
つ
い
て
準

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
同
項
の
規
定

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
回
目

に
よ
り
第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の

の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
者
の
相
続
人
」
と

者
の
相
続
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

８

退
職
の
翌
年
に
お
け
る
所
得
金
額
が
そ
の
者
に
係
る
支
給
調
整
下
限
額
を

超
え
、
か
つ
、
そ
の
者
に
係
る
平
均
所
得
算
定
基
礎
年
数
が
二
年
以
上
あ
る

若
年
定
年
退
職
者
が
、
第
二
回
目
の
給
付
金
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
が
支
給
さ
れ
、
又
は
第
二
十
七
条
の
四
第
二
項

若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
回
目
の
給
付
金
若

し
く
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た

後
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
前
に
死
亡
し
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
平
均
所
得
金
額
が
そ
の
者
の
退
職
の
翌
年
に
お
け
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る
所
得
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
（
平
均
所
得
金
額
が
そ
の
者
に

係
る
給
与
年
額
相
当
額
以
上
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
者
の
遺
族

（
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
い
と
き
は
、
相
続
人
）
は
、
自
己
の

名
で
、
給
付
金
の
追
給
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

９

第
二
十
七
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
を
し
た
者
に
対
し
追
給
す
る
給
付
金
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

９

第
二
十
七
条
の
六
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
付

第
二
十
七
条
の
六
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
付

10

金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
に
死
亡

金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
に
死
亡

し
た
若
年
定
年
退
職
者
に
係
る
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

し
た
若
年
定
年
退
職
者
に
係
る
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中

一
号
中
「
そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
の
防
衛
省
令
で
定

「
そ
の
者
の
退
職
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
の
防
衛
省
令
で
定
め
る
日

め
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
日
」
と
、
「
そ
の
者
の
退
職

」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
日
」
と
、
「
そ
の
者
の
退
職
の
翌
年

の
翌
年
」
と
あ
る
の
は
「
若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
の
翌
年
」
と
、
同
項
第

」
と
あ
る
の
は
「
若
年
定
年
退
職
者
の
退
職
の
翌
年
以
降
の
各
年
」
と
、
同

二
号
中
「
そ
の
者
が
自
衛
官
以
外
の
職
員
の
定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の
属

条
第
二
項
中
「
支
給
を
受
け
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
た
も
の

す
る
年
の
防
衛
省
令
で
定
め
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
日

又
は
第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
若
年
定
年
退
職
者
の
相
続
人
で

」
と
、
「
当
該
年
の
前
年
」
と
あ
る
の
は
「
若
年
定
年
退
職
者
が
自
衛
官
以

あ
る
も
の
」
と
、
「
第
二
回
目
の
給
付
金
及
び
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

外
の
職
員
の
定
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の
属
す
る
年
の
前
年
」
と
、
同
条
第

給
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
回
目
の
給
付
金
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前

二
項
中
「
支
給
を
受
け
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
た
も
の
又
は

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
の
十
一
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

第
一
回
目
の
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
若
年
定
年
退
職
者
の
相
続
人
で
あ
る

」
と
、
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
金
及
び
次
条
第
一
項
の
規
定
に

も
の
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
の
十
一

よ
る
給
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
回
目
の
給
付
金
又
は
同
条
第
二
項
の
規

第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給

定
に
よ
る
給
付
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

付
金
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
回
目
の
給
付
金
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
給
付
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
遺
族
等
へ
の
支
払
の
差
止
め
等
）

（
遺
族
等
へ
の
支
払
の
差
止
め
等
）

第
二
十
七
条
の
十
二

（
略
）

第
二
十
七
条
の
十
二

（
略
）
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２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

10

10

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
前
条
第
七
項
並
び
に

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
前
条
第
六
項
並
び
に

11

11

同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の

同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
は
、
当
該
処
分
を
受
け
た
遺
族
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

規
定
は
、
当
該
処
分
を
受
け
た
遺
族
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
給
付
金
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
給
付
金
相
当
額
の
納
付
）

（
給
付
金
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
給
付
金
相
当
額
の
納
付
）

第
二
十
七
条
の
十
三

（
略
）

第
二
十
七
条
の
十
三

（
略
）

２

給
付
金
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第
二
十
七
条
の

２

給
付
金
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第
二
十
七
条
の

十
第
四
項
又
は
前
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第

十
第
四
項
又
は
前
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
の
十
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
の
十
第

一
項
又
は
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た

一
項
又
は
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た

と
き
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
給
付
金

と
き
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
給
付
金

管
理
者
は
、
当
該
給
付
金
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、

管
理
者
は
、
当
該
給
付
金
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、

当
該
給
付
金
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
若
年
定
年
退
職
者
が
在
職

当
該
給
付
金
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
若
年
定
年
退
職
者
が
在
職

期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
支
給
さ
れ
た
給
付
金
の
額
（
当
該
若
年
定
年
退
職
者
が
第

を
理
由
と
し
て
、
支
給
さ
れ
た
給
付
金
の
額
（
当
該
若
年
定
年
退
職
者
が
第

二
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
を
し
た
場
合
若
し
く
は
第
二
十

二
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
を
し
た
場
合
若
し
く
は
第
二
十

七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
場
合
、
当
該
若
年
定
年
退

七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
場
合
、
当
該
若
年
定
年
退

職
者
の
遺
族
若
し
く
は
相
続
人
が
第
二
十
七
条
の
十
一
第
七
項
の
規
定
に
よ

職
者
の
遺
族
若
し
く
は
相
続
人
が
第
二
十
七
条
の
十
一
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
返
納
を
し
た
場
合
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七

る
返
納
を
し
た
場
合
若
し
く
は
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七

条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
場
合
又
は
当
該
給
付
金
の
受

条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
場
合
又
は
当
該
給
付
金
の
受

給
者
の
相
続
人
が
第
二
十
七
条
の
十
一
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

給
者
の
相
続
人
が
第
二
十
七
条
の
十
一
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
支
給
を
受
け
た
給
付

六
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
支
給
を
受
け
た
給
付

金
の
額
か
ら
そ
の
返
納
を
し
た
金
額
又
は
返
納
を
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る

金
の
額
か
ら
そ
の
返
納
を
し
た
金
額
又
は
返
納
を
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る

額
を
減
じ
た
額
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
の
納
付
を
命
ず
る
処

額
を
減
じ
た
額
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
の
納
付
を
命
ず
る
処

分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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３

給
付
金
の
受
給
者
（
若
年
定
年
退
職
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

３

給
付
金
の
受
給
者
（
若
年
定
年
退
職
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以

項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以

内
に
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
（

内
に
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
（

第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事
件
に
つ
き
判
決
が
確
定
す
る
こ
と
な

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事
件
に
つ
き
判
決
が
確
定
す
る
こ
と
な

く
、
か
つ
、
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と

く
、
か
つ
、
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と

な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
給
付
金
管
理
者
は
、
当
該
給
付
金
の
受
給
者
の
死

な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
給
付
金
管
理
者
は
、
当
該
給
付
金
の
受
給
者
の
死

亡
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
給
付
金
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し

亡
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
給
付
金
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し

、
当
該
給
付
金
の
受
給
者
が
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き

、
当
該
給
付
金
の
受
給
者
が
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き

行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
支
給
さ
れ
た
給
付
金
の

行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
支
給
さ
れ
た
給
付
金
の

額
（
当
該
若
年
定
年
退
職
者
が
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
返

額
（
当
該
若
年
定
年
退
職
者
が
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
返

納
を
し
た
場
合
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を

納
を
し
た
場
合
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を

受
け
た
場
合
又
は
当
該
給
付
金
の
受
給
者
の
相
続
人
が
第
二
十
七
条
の
十
一

受
け
た
場
合
又
は
当
該
給
付
金
の
受
給
者
の
相
続
人
が
第
二
十
七
条
の
十
一

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
を
し
た
場
合

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
を
し
た
場
合

に
つ
い
て
は
、
支
給
を
受
け
た
給
付
金
の
額
か
ら
そ
の
返
納
を
し
た
金
額
又

に
つ
い
て
は
、
支
給
を
受
け
た
給
付
金
の
額
か
ら
そ
の
返
納
を
し
た
金
額
又

は
返
納
を
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
。
次
項
及
び
第
五
項
に

は
返
納
を
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
。
次
項
及
び
第
五
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
の
納
付
を
命
ず
る
処

お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
の
納
付
を
命
ず
る
処

分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
～
８

（
略
）

４
～
８

（
略
）

９

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
第
二
十
七
条
の
十
一
第

９

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
第
二
十
七
条
の
十
一
第

八
項
の
規
定
、
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
た

七
項
の
規
定
、
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
た

と
き
は
既
に
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

と
き
は
既
に
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

返
納
が
な
さ
れ
た
場
合
を
除
き
同
条
第
八
項
の
規
定
は
、
当
該
処
分
を
受
け

返
納
が
な
さ
れ
た
場
合
を
除
き
同
条
第
七
項
の
規
定
は
、
当
該
処
分
を
受
け

た
相
続
人
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

た
相
続
人
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
）

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
）
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第
三
十
条

防
衛
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第

第
三
十
条

防
衛
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第

二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
若
し
く
は
第
十
二
条
第
二
項
の

二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
若
し
く
は
第
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
防
衛
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と

規
定
に
よ
る
防
衛
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
、
又
は
第
二
十
七
条
の
六
第
五
項
（
第
二
十
七
条
の
十
一
第
九
項
に
お
い

き
、
又
は
第
二
十
七
条
の
六
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
十
一
第
十
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
定
め
る
処
分
の
理
由
の
通
知
若
し

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
定
め
る
処
分
の
理
由
の
通
知
若
し

く
は
弁
明
の
機
会
に
関
す
る
手
続
を
定
め
、
若
し
く
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

く
は
弁
明
の
機
会
に
関
す
る
手
続
を
定
め
、
若
し
く
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

と
き
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見

号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

附

則

１
～

（
略
）

１
～

（
略
）

11

11

当
分
の
間
、
定
年
が
年
齢
六
十
年
に
満
た
な
い
と
さ
れ
て
い
る
若
年
定
年

当
分
の
間
、
定
年
が
年
齢
六
十
年
に
満
た
な
い
と
さ
れ
て
い
る
若
年
定
年

12

12

退
職
者
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
七
条
の
三

退
職
者
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
七
条
の
三

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

三
回
に

退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

第
二
十
七

二
回
に

退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

条
の
三
第

る
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す
る
日

条
の
三
第

る
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す
る
日

一
項

の
翌
日
か
ら
年
齢
六
十
年
に
達
す
る

一
項

の
翌
日
か
ら
年
齢
六
十
年
に
達
す
る

日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び

日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
前
期
算
定
基
礎
期

次
項
に
お
い
て
「
前
期
算
定
基
礎
期

間
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
三

間
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
二

回
に

回
に
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
回
目
の
給
付

前
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
第
二
回

第
二
回
目
の
給
付

前
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
第
二
回

金

目
の
給
付
金
（
以
下
単
に
「
第
二
回

金

目
の
給
付
金
（
以
下
単
に
「
第
二
回

目
の
給
付
金
」
と
い
う
。
）

目
の
給
付
金
」
と
い
う
。
）

第
三
回
目
の
給
付

前
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
第
三
回

金

目
の
給
付
金
（
以
下
単
に
「
第
三
回

目
の
給
付
金
」
と
い
う
。
）

支
給
す
る

支
給
し
、
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日

支
給
す
る

支
給
し
、
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日

の
翌
日
か
ら
自
衛
官
以
外
の
職
員
の

の
翌
日
か
ら
自
衛
官
以
外
の
職
員
の

定
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
以

定
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
後

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
後

期
算
定
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
に

期
算
定
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
に

係
る
も
の
を
三
回
に
分
割
し
、
防
衛

係
る
も
の
を
二
回
に
分
割
し
、
防
衛

省
令
で
定
め
る
月
で
あ
つ
て
そ
の
者

省
令
で
定
め
る
月
で
あ
つ
て
そ
の
者

の
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
翌
日

の
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
翌
日

の
属
す
る
月
後
最
初
に
到
来
す
る
も

の
属
す
る
月
後
最
初
に
到
来
す
る
も

の
に
後
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
第

の
に
後
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
第

一
回
目
の
給
付
金
（
同
項
及
び
第
三

一
回
目
の
給
付
金
（
同
項
及
び
第
三

項
に
お
い
て
「
第
四
回
目
の
給
付
金

項
に
お
い
て
「
第
三
回
目
の
給
付
金

」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
者
の
年
齢

」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
者
の
年
齢

六
十
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の
属
す

六
十
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
の
属
す

る
年
の
翌
々
年
の
防
衛
省
令
で
定
め

る
年
の
翌
々
年
の
防
衛
省
令
で
定
め
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る
月
に
後
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る

る
月
に
後
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る

第
二
回
目
の
給
付
金
（
次
項
及
び
第

第
二
回
目
の
給
付
金
（
次
項
及
び
第

三
項
に
お
い
て
「
第
五
回
目
の
給
付

三
項
に
お
い
て
「
第
四
回
目
の
給
付

金
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
者
が
自

金
」
と
い
う
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
支
給

衛
官
以
外
の
職
員
の
定
年
に
達
す
る

す
る

日
の
翌
日
の
属
す
る
年
の
防
衛
省
令

で
定
め
る
月
に
後
期
算
定
基
礎
期
間

に
係
る
第
三
回
目
の
給
付
金
（
次
項

及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
第
六
回
目

の
給
付
金
」
と
い
う
。
）
を
そ
れ
ぞ

れ
支
給
す
る

第
二
十
七

次
条
に
お
い
て

以
下

第
二
十
七

次
条
に
お
い
て

以
下

条
の
三
第

条
の
三
第

二
項

算
定
基
礎
期
間
（

前
期
算
定
基
礎
期
間

二
項

算
定
基
礎
期
間
（

前
期
算
定
基
礎
期
間

退
職
の
日
に
お
い

退
職
の
日
に
お
い

て
定
め
ら
れ
て
い

て
定
め
ら
れ
て
い

る
そ
の
者
に
係
る

る
そ
の
者
に
係
る

定
年
に
達
す
る
日

定
年
に
達
す
る
日

の
翌
日
か
ら
自
衛

の
翌
日
か
ら
自
衛

官
以
外
の
職
員
の

官
以
外
の
職
員
の

定
年
に
達
す
る
日

定
年
に
達
す
る
日

ま
で
の
期
間
を
い

ま
で
の
期
間
を
い

う
。
以
下
同
じ
。

う
。
以
下
同
じ
。

）

）
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得
た
額
と
す
る

得
た
額
と
し
、
第
四
回
目
の
給
付
金

算
定
基
礎
期
間
の

前
期
算
定
基
礎
期
間
の

、
第
五
回
目
の
給
付
金
及
び
第
六
回

目
の
給
付
金
の
額
は
、
退
職
の
日
に

得
た
額
と
す
る

得
た
額
と
し
、
第
三
回
目
の
給
付
金

お
い
て
そ
の
者
の
受
け
て
い
た
俸
給

及
び
第
四
回
目
の
給
付
金
の
額
は
、

月
額
に
後
期
算
定
基
礎
期
間
の
年
数

退
職
の
日
に
お
い
て
そ
の
者
の
受
け

を
乗
じ
て
得
た
額
に
第
四
回
目
の
給

て
い
た
俸
給
月
額
に
後
期
算
定
基
礎

付
金
に
あ
つ
て
は
一
・
一
五
を
、
第

期
間
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
第

五
回
目
の
給
付
金
に
あ
つ
て
は
二
・

三
回
目
の
給
付
金
に
あ
つ
て
は
一
・

三
を
、
第
六
回
目
の
給
付
金
に
あ
つ

八
四
を
、
第
四
回
目
の
給
付
金
に
あ

て
は
一
・
一
五
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て

つ
て
は
二
・
七
六
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ

得
た
額
と
す
る

て
得
た
額
に
、
第
三
回
目
の
給
付
金

及
び
第
四
回
目
の
給
付
金
の
支
給
さ

れ
る
時
期
並
び
に
後
期
算
定
基
礎
期

間
の
年
数
を
勘
案
し
て
一
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
後
期
算
定
基

礎
期
間
の
年
数
に
応
じ
て
政
令
で
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

第
二
十
七

第
三
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金
並
び
に
第
四
回

第
二
十
七

第
二
回
目
の
給
付

第
二
回
目
の
給
付
金
並
び
に
第
三
回

条
の
三
第

金

目
の
給
付
金
、
第
五
回
目
の
給
付
金

条
の
三
第

金

目
の
給
付
金
及
び
第
四
回
目
の
給
付

三
項

及
び
第
六
回
目
の
給
付
金

三
項

金

当
分
の
間
、
定
年
が
年
齢
六
十
年
以
上
と
さ
れ
て
い
る
若
年
定
年
退
職
者

当
分
の
間
、
定
年
が
年
齢
六
十
年
以
上
と
さ
れ
て
い
る
若
年
定
年
退
職
者

13

13

に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
及

に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
及

び
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄

び
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
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に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

二
・
二
五

一
・
一
五

第
二
十
七

二
・
五
七
一

一
・
八
四

条
の
三
第

条
の
三
第

二
項

四
・
五

二
・
三

二
項

六
・
四
二
九

二
・
七
六

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
四
第

条
の
四
第

一
項

三
を

一
・
五
三
三
三
三
三
を

一
項

二
・
五
七
一

一
・
八
四

附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
付
金
の
う
ち

附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
付
金
の
う
ち

14

14

、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定

、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
前
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
も
の
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項

す
る
前
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
も
の
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項

、
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
七
条
の
六
第

及
び
第
三
項
、
第
二
十
七
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
七
条

一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
七
条
の
十
一
第

の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

九
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る

と
す
る
。

。
第
二
十
七

自
衛
官
以
外
の
職

年
齢
六
十
年

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
三
第

員
の
定
年

一
項

第
二
十
七

第
二
回
目
の
給
付

第
二
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二

第
二
十
七

第
二
回
目
の
給
付

第
二
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二
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条
の
四
第

金
の
額
は
、
こ
れ

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

条
の
四
第

金
の
額
は
、
こ
れ

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

一
項

ら

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
回
目

一
項

ら

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
回
目

の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
額
は
、
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に

の
額
は
、
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項

及
び
第
三
項

及
び
第
三
項

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
一
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
一
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二

条
の
四
第

金

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

条
の
四
第

金

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

三
項

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
回
目

三
項

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
回
目

の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
二
十
七

自
衛
官
以
外
の
職

年
齢
六
十
年

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
四
第

員
の
定
年

四
項

第
三
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二

金
の
額
は
、
こ
れ

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

（
新
設
）

（
新
設
）

ら

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
回
目

の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
額
は
、
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項

及
び
第
三
項

第
二
十
七

自
衛
官
以
外
の
職

年
齢
六
十
年

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
六
第

員
の
定
年

一
項
第
二
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号第
二
十
七

第
二
回
目
の
給
付

第
二
回
目
の
給
付
金
、
第
三
回
目
の

第
二
十
七

及
び

、
第
三
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十

条
の
六
第

金

給
付
金
、
第
四
回
目
の
給
付
金
（
附

条
の
六
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

二
項

則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

二
項

た
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定

え
ら
れ
た
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項

す
る
第
三
回
目
の
給
付
金
を
い
う
。

に
規
定
す
る
第
四
回
目
の
給
付
金
を

）
、
第
四
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
五
回
目

十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

の
給
付
金
（
附
則
第
十
二
項
の
規
定

れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
四

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一

回
目
の
給
付
金
を
い
う
。
）
並
び
に

項
に
規
定
す
る
第
五
回
目
の
給
付
金

前
期
算
定
基
礎
期
間
（
附
則
第
十
二

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二
項
の

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
算
定

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条

基
礎
期
間
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

第
一
項
に
規
定
す
る
第
六
回
目
の
給

同
じ
。
）
及
び
後
期
算
定
基
礎
期
間

付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
後
期
算
定
基
礎
期
間
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

第
二
十
七

前
条
第
一
項

前
期
算
定
基
礎
期
間
（
附
則
第
十
二

第
二
十
七

前
条
第
一
項

前
期
算
定
基
礎
期
間
及
び
後
期
算
定

条
の
六
第

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

条
の
六
第

基
礎
期
間
に
係
る
前
条
第
一
項

三
項

第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

三
項

る
前
期
算
定
基
礎
期
間
を
い
う
。
）

及
び
後
期
算
定
基
礎
期
間
（
附
則
第

十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
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れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
後
期

算
定
基
礎
期
間
を
い
う
。
）
に
係
る

前
条
第
一
項

次
条
第
一
項

前
期
算
定
基
礎
期
間
及
び
後
期
算
定

基
礎
期
間
に
係
る
次
条
第
一
項

第
二
十
七

第
三
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金
、
第
四
回
目
の

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
六
第

金

給
付
金
、
第
五
回
目
の
給
付
金
及
び

四
項

第
六
回
目
の
給
付
金

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
十
一

条
の
七
第

第
九
項

一
項

附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
付
金
の
う
ち

附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
付
金
の
う
ち

15

15

、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定

、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
後
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
も
の
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
四
か
ら
第

す
る
後
期
算
定
基
礎
期
間
に
係
る
も
の
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
四
か
ら
第

二
十
七
条
の
六
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
九
及
び
第
二
十
七
条
の
十
一
の
規
定

二
十
七
条
の
七
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
九
及
び
第
二
十
七
条
の
十
一
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
四
第

条
の
四
第

一
項

三
を

一
・
五
三
三
三
三
三
を

一
項

二
・
五
七
一

一
・
八
四
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第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二

金
の
額
は
、
こ
れ

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

金
の
額
は
、
こ
れ

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

ら

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
五
回
目

ら

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
四
回
目

の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
額
は
、
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に

の
額
は
、
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項

及
び
第
三
項

及
び
第
三
項

第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金
の
額
に

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金
の
額
に

金
の
額
に

金
の
額
に

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
四
第

条
の
四
第

二
項

第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金

二
項

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

金

金

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二

条
の
四
第

金
の
支
給

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

条
の
四
第

金
の
支
給

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

三
項

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
四
回
目

三
項

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
回
目

の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
支
給

の
支
給

退
職
の
翌
年

六
十
一
歳
の
年

退
職
の
翌
年

六
十
一
歳
の
年
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第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金
の
額

金
の
額

第
一
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金
の
額

第
一
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金
の
額

金
の
額

金
の
額

第
二
十
七

第
三
回
目
の
給
付

第
六
回
目
の
給
付
金
（
附
則
第
十
二

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
四
第

金
の
額
は
、
こ
れ

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

四
項

ら

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
六
回
目

の
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
額
は
、
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項

及
び
第
三
項

第
三
回
目
の
給
付

第
六
回
目
の
給
付
金
の
額
に

（
新
設
）

（
新
設
）

金
の
額
に

第
二
十
七

第
三
回
目
の
給
付

第
六
回
目
の
給
付
金

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
四
第

金

五
項

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
四
第

条
の
四
第

六
項

四
項

第
二
十
七

第
一
回
目
及
び
第

第
四
回
目
及
び
第
五
回
目

第
二
十
七

退
職
し
た
日

年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
翌
日
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条
の
五
第

二
回
目

条
の
五
第

一
項

一
項

退
職
し
た
日

年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
翌
日

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金

条
の
五
第

金

条
の
五
第

金

二
項

二
項

第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

金

金

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
六
第

条
の
六
第

一
項
第
一

一
項

号第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金

条
の
六
第

金

条
の
六
第

金

二
項

二
項

第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

金

金

第
二
十
七

第
三
回
目
の
給
付

第
六
回
目
の
給
付
金

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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条
の
六
第

金

四
項

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
二
十
七

退
職
の
翌
年

六
十
一
歳
の
年

条
の
七
第

一
項

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
二
十
七

退
職
の
翌
年

六
十
一
歳
の
年

条
の
七
第

（
削
る
）

（
削
る
）

二
項

第
一
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金

金

（
削
る
）

（
削
る
）

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

金

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金

条
の
九
第

金

条
の
九
第

金

一
項

一
項
及
び

第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金

第
五
項

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

金

金

第
三
回
目
の
給
付

第
六
回
目
の
給
付
金

金

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
九
第

金
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五
項

第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金

（
新
設
）

（
新
設
）

金

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金

条
の
十
一

金

条
の
十
一

金

第
一
項

第
一
項

第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金

退
職
の
翌
年

六
十
一
歳
の
年

金第
三
回
目
の
給
付

第
六
回
目
の
給
付
金

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

金

金

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

退
職
の
翌
年

六
十
一
歳
の
年

第
二
十
七

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

条
の
十
一

条
の
十
一

金

第
四
項

第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金

第
四
項

金

第
二
十
七

第
三
回
目
の
給
付

第
六
回
目
の
給
付
金

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
十
一

金

第
五
項

第
二
十
七

退
職
の
翌
年

六
十
一
歳
の
年

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金

条
の
十
一

条
の
十
一

金
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第
六
項

第
六
項

退
職
の
翌
年

六
十
一
歳
の
年

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
二
十
七

第
一
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金

条
の
十
一

金

第
七
項

第
二
十
七

退
職
の
翌
年

六
十
一
歳
の
年

第
二
十
七

退
職
の
翌
年

六
十
一
歳
の
年

条
の
十
一

条
の
十
一

第
七
項
及

第
一
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

第
八
項

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

び
第
八
項

金

金

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七

（
略
）

（
略
）

条
の
十
一

条
の
十
一

第
九
項

第
一
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

第
十
項

第
一
回
目
の
給
付

第
三
回
目
の
給
付
金

金

金

第
二
回
目
の
給
付

第
五
回
目
の
給
付
金

第
二
回
目
の
給
付

第
四
回
目
の
給
付
金

金

金

・

（
略
）

・

（
略
）

16

17

16

17



- 55 -

○

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
協
議
会
の
組
織
）

（
都
道
府
県
協
議
会
の
組
織
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
が
任
命
す
る
。

４

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
が
任
命
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

防
衛
大
臣
が
指
定
す
る
陸
上
自
衛
隊
に
所
属
す
る
者
、
海
上
自
衛
隊
に

二

防
衛
大
臣
が
指
定
す
る
陸
上
自
衛
隊
に
所
属
す
る
者
、
海
上
自
衛
隊
に

所
属
す
る
者
及
び
航
空
宇
宙
自
衛
隊
に
所
属
す
る
者

所
属
す
る
者
及
び
航
空
自
衛
隊
に
所
属
す
る
者

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）


